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１ はじめに 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、平成 20 年４月から、全ての教

育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、

その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表しなければならないこととさ

れました。 

 この報告書は、同法の規定に基づき、古河市教育委員会が行った事務点検評価の結果をまとめ

たものです。 

 

 

２ 点検評価の基本方針 

（１）点検評価の目的 

 法改正を受け、本市教育委員会は、その権限に属する事務の管理及び執行の状況を自ら点検評

価し、その結果を議会に報告するとともに、市民に公表することといたしました。 

 この点検評価は、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民に対する説明責任を果たし

ていくことを目的としています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）点検評価の対象 

古河市教育委員会では、平成 21 年３月に、古河市教育総合プランを策定いたしました。この

計画は、教育基本法（平成 18年法律第 120号）第 17条第２項に規定される「教育振興基本計画」

に当たるものであり、国の「教育振興基本計画」を参酌し、県の「いばらき教育プラン」と整合・

連携を図りながら、「古河市総合計画」の部門別計画として位置づけられました。 

その後、平成 29年４月に「古河市教育振興基本計画」を策定し、「人が育ち文化の息づく古河

（まち）をつくる」を基本理念に、古河市の教育の進むべき方向を明らかにして、その実現を目

指して取り組むべき施策を示しました。計画の期間は、基本構想として 10年後（平成 29年度か

ら令和８年度）を展望した長期構想を示し、基本計画として前期５年間（平成 29 年度から令和

３年度）の施策の基本方向を示しています。 

点検評価の対象としては、「古河市教育振興基本計画」の施策体系により、施策の方向につい

て進行管理を行っています。 

なお、「古河市教育振興基本計画」は本年度で前期５年間が経過し、その間、学習指導要領の

改訂や国の GIGA スクール構想の早期実現など、教育を取り巻く環境は大きく変化していること

から、現在、後期計画（令和４年度から令和８年度）の策定を進めているところです。「人が育

ち文化の息づく古河(まち)をつくる」という基本理念のもと、今後の展望（ビジョン）を描きな

がら、実行性のある計画案を策定しています。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 30年法律 162号）（抜粋） 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第 26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委任さ

れた事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職員等に委任された

事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関す

る報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知

見の活用を図るものとする。 
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（３）点検評価の実施方法 

教育委員会事務担当課が、「古河市教育振興基本計画」に掲げられた各施策の下に体系づけた

「施策の方向」ごとに、令和２年度の実績及び今後の方向性について内部点検を行いました。 

この点検結果に対し、教育委員会が委嘱した教育に関し学識経験等を有する外部評価委員によ

る会議を開催し、点検結果に対する評価委員の意見・要望を付した報告書を作成しました。 

 

 

３ 点検評価委員会議の開催 

  

 事務点検評価委員会議における点検及び評価は、「古河市教育振興基本計画」の趣旨を踏まえ、

令和２年度に実施した教育委員会所管の事務事業について、各課の内部点検結果及びヒアリング

に基づき実施しました。 

昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、各課のヒアリング等は会議

時間や方法について配慮のうえ、７月６日・９日・13 日、８月２日の計４回、事務点検評価委

員会議を開催しました。 

 

 

４ 古河市教育委員会事務点検評価委員 

 

氏名 所属等  

鈴木
す ず き

 博
ひろし

 元市職員（教育総務課長） 代表評価委員 

田中
た な か

 敬
ゆき

裕
ひろ

 元教員 （三和中学校長） 代表評価委員職務代理者 

大谷
おおたに

 孝子
た か こ

 社会教育委員  

 

 

 

【参考：古河市教育振興基本計画の基本理念】 

 「人が育ち文化の息づく古河
ま ち

をつくる」 

  

未来の古河市を心豊かで文化の薫るまちとするためには、知識と教養を身につけ、地域をより良くしよう

と行動する市民を育む、教育力と文化力のあるまちづくりが大切です。 

このため、学習プログラムや学校施設の改善など、ソフト・ハードの両面から、グローバル社会をリード

する人材の育成を視野に入れ、児童・生徒の学びの環境を向上させていくとともに、市民一人ひとりの目的

と意欲に応じた生涯学習環境づくりや、スポーツ・文化活動を楽しめる環境づくりに努めていきます。 
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５ 点検結果報告に対する評価委員の意見・要望 

 

 

 政策Ⅰ 市民の目的と意欲に応じた生涯学習の充実  

 市民一人ひとりが自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるように生涯学習の機会 

や場を提供することは大変意義深いことである。 

市民大学や家庭教育、人権教育等の講演会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中 

止を余儀なくされたが、従来の集散型学習形態を改め、可能な限りオンラインアプリや動画配信

サイトを活用した学習場面を設定したことを評価したい。コロナ禍の終息が見えない状況の中、

今後生涯学習講座の充実・強化に向けたさらなる創意工夫を望みたい。 

また、公民館等講座「まなびピアこが」はすべて中止となったが、「コロナ感染拡大防止イコ

ール講座中止」ではなく、コロナ禍においても実施に向けての検討や代替措置を準備しておく必

要があると考える。令和３年度後期講座では、利用者の意見・要望を把握し、情報収集を行いな

がら市民ニーズに合った講座を企画してほしい。 

古河東公民館等複合施設の空調設備改修工事並びに三和図書館資料館の屋上防水改修工事に

ついては、実施したところではあるが、生涯学習施設は他にも計画的・継続的な修繕や補修を必

要としている。また、中央公民館等、総和地区施設の老朽化が喫緊の課題との報告を受けた。様々

な団体からの意見・要望を取り入れ、公民館機能を兼ね備えた地域交流センターの建設を積極的

に推進していただきたい。なお、老朽化した他の施設についても、利用者に安全安心な施設とな

るよう優先順位を見極め、計画的に整備を進めてもらいたい。 

 

 

 

 政策Ⅱ 生きる力を育む学校教育の充実  

国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、児童生徒に１人１台の端末が整備されたことにより、授 

業での有効活用が図られるよう、民間企業と連携し、教職員のスキル向上のための計画的な研修

等を行っていることは評価したい。教育におけるＩＣＴ機器の活用については、「ＩＣＴ機器を

活用すること」が目的ではなく、授業のねらいや学習活動の目標を達成するための学習支援ツー

ルとして、必要な場面で効果的に活用することが重要である。教職員の年代による活用スキルの

習熟度格差を考慮しながら、児童生徒の個々の能力を伸ばし、授業に役立つＩＣＴ機器の有効活

用研修会を継続して実施していただきたい。 

 いじめ問題については、ネット上の誹謗・中傷など、ＳＮＳ等を介した発見し難いメディア系

のいじめ事案が懸念される。情報モラル教育や道徳の学習を通して、いじめ撲滅の意識を高め、

重大事態に発展しない指導を一層強化していただきたい。そのために、子どもへの調査のみなら

ず、日頃の児童生徒の様子を注視し、重大事態に発展することのないよう、いじめの未然防止・

早期発見・再発防止に向けて、引き続き適切な対応をお願いしたい。 

特別な支援が必要な児童生徒の指導には、一人ひとりの教育的ニーズに沿った「個別の教育支

援計画」が作成され、個に応じた指導・支援が展開されている。指導や支援の実践に際しては、

「計画－実践－評価－改善」のＰＤＣＡサイクルによる見直しを行いながら進めていくことが大

切になる。そのため、各校への訪問指導や諸表簿検閲時に「個別の教育支援計画」の点検を形骸
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化せず、重要性を再確認するとともに、個々の成長につながる継続的な指導・助言をお願いした

い。 

不登校問題は、多くの学校の教育課題として挙げられ、現在 63 人の児童生徒が古河市教育支

援センターに通級し、社会的自立を目指している。センターと学校・保護者との連携強化により

学校復帰という成果報告も多数あるので、今後もセンターが十分機能することを期待したい。 

 

 

 

 政策Ⅲ 安心して学べる教育環境の充実  

児童生徒が安心して安全な学校生活を送るためには、学校施設設備の維持管理が必須である。

小学校４校と中学校１校の校舎・体育館等の外壁改修工事が実施されたが、多額の予算が伴う工

事のため、引き続き国庫補助等を有効活用した改修工事を計画的に進めてもらいたい。今後も、

「学校施設長寿命化計画」に基づく施設整備を推進するとともに、今後、策定されるであろう「学

校適正規模・適正配置計画」との整合性を加味した、適正な改修・改善工事の実施をお願いした

い。 

国のＧＩＧＡスクール構想に沿って、校内通信ネットワーク環境整備や児童生徒１人１台端末

整備が早急に整えられた。臨時休校や長期休業時にも活用できるように、授業担当教員１人１台

の端末整備や児童生徒の家庭でのオンライン学習システムの構築など、教育のＩＣＴ化に向けた

環境整備をさらに加速していただきたい。 

児童生徒の登下校時の安全確保については、今後も定期的な通学路の一斉点検と危険箇所への

解消対策を講じていただきたい。また、不審者等情報メールについては、引き続き迅速な情報配

信に努め、状況によっては警察などのパトロールが必要な場合も考えられるため、学校や保護者、

警察、地域住民が連携を密にし、状況に応じた対応が速やかに行えるような体制の構築も必要と

考える。 

教職員の働き方改革については、教職員の在校時間の管理やストレスチェックによる健康状況

の把握とその対応、改革への積極的な働きかけを評価したい。今後も、教職員が心身ともに健康

な状態で児童生徒と向き合える教育環境を確保し、きめ細かな指導を行えるよう、学校における

働き方改革を推進していただきたい。 

 

 

 

 政策Ⅳ 子どもの健全な成長のための学校給食の充実  

自校給食施設の老朽化や給食調理員の確保が課題に挙げられる中、「古河市自校給食室統合計

画」を策定し、自校給食における給食の安定供給を目的に、令和３年８月から調理業務の民間委

託を開始すると説明があった。また、令和４年９月を目途に、古河地区小学校２校の自校給食を

給食センターに統合することは、老朽化の進んでいる施設から給食センターに統合していく考え

であり、今後の修繕計画にも大きく関わってくる。児童数や給食施設の老朽化、配送リスクを考

慮しての対象校の選定であるが、該当校の保護者や地域住民への丁寧な説明も必要であり、関係

者との調整を行いながら慎重に進めていただきたい。 

 給食費の未納問題については、弁護士による未収金私債権管理回収業務委託を活用し、徴収の
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強化を図っているが、新規滞納者を増やさないという観点からも、納付状況を常に確認し遅れが

生じた時には速やかな徴収を実行して、収納率の向上に努めていただきたい。なお、学校給食費

の令和２年度までの累計未納額は約 600件、5,576万円と多額であり、弁護士委託による徴収強

化を図るも、実績としての回収率は低調の報告である。収納率の向上と学校における働き方改革

を踏まえ、保護者が直接古河市に納入するなどの集金体制の構築を検討していただきたい。 

 

 

 

 政策Ⅴ 未来を担う青少年の健全育成  

青少年の健全育成を目的とした各種イベント活動は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため

中止としたことは、止むを得ない判断と理解しているが、現状を見極めながら、次回開催に向け

た諸準備を進めていただきたい。 

しかし、コロナ禍の状況でも、子どもの成長に応じた家庭教育は重要であり、オンラインでの

家庭教育講演会の実施や動画配信を行うなど、感染流行時や様々な事情で普段学習会に参加でき

ない保護者に対して、学習機会の提供ができたことは評価したい。今後も引き続きリアルとオン

ライン、どちらにも対応できるよう継続してもらいたい。 

市青少年相談員による街頭パトロールは、コロナ禍の状況により縮小されたようであるが、監

視の目を緩めると非行の発生が増加してしまうこともある。感染対策を行いながら、引き続き非

行防止活動に努めていただきたい。また、「青少年の健全育成に協力する店」「子どもを守る 110

番の家」など地域にも協力を依頼しているところではあるが、引き続き協力依頼を促し、子ども

たちを地域社会全体で非行や犯罪から守るため関係機関や団体と連携・協力を深め、非行の起き

にくい環境を築いてほしい。 

 

 

 

 政策Ⅵ 市民が親しめる生涯スポーツの推進  

 昭和 46（1971）年建設の古河体育館は、施設・設備の老朽化が顕著なことから、令和３（2021） 

年９月 30日で閉鎖することが決定している。古河体育館の閉館にあたっては、利用団体の意見 

等を聞きながら代替施設などの調整を進め、古河地区の運動施設利用受付や貸出業務のスムー 

ズな移行と市内統一の施設予約システムの再構築をお願いしたい。 

三和健康ふれあいスポーツセンターのアリーナ・サブアリーナの空調設備工事の完了に伴い、

中央運動公園総合体育館との電気料金負担の統一を図る必要があり、利用者の公平性から見ても

統一することが妥当であると考えられる。両施設ともに利用頻度が高く、利用者が快適に使用で

きるスポーツ施設の中心として、また、災害時の避難所としての役割も担うため、今後も施設や

備品の定期的な点検と計画的な修繕を進めていただきたい。 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、様々なスポーツ大会や行事が中止となった。しかし、

「古河はなももマラソン」については、コロナ禍でも人との接触をせずに日頃のランニング成果

を発揮できる機会を提供する「オンラインマラソン」を開催するなど、大会の定着化に向けた工

夫を評価したい。今後も感染対策を講じながら、市民のニーズに応えられるような企画をしてほ

しい。 
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 政策Ⅶ 豊かな市民文化の創造のための歴史文化の継承と芸術の振興  

 国指定重要文化財を収蔵し、国宝・重要文化財の公開ができる公開承認施設である歴史博物館、

日本で唯一の篆刻専門の美術館、県下唯一の文学館を有する古河市は、全国的にみても豊富な歴

史的文化的財産を効果的に活用している。 

 文化財の維持管理については、貴重な文化遺産を後世に伝えていくうえで重要である。重要文

化財「鷹見泉石関係資料」は修理が必要な文化財 212 件のうち、63 件が残っている。修理には

特殊な技術を要するため、状態によっては多額の費用を要することも想定されるが、速やかな修

理を実施し、適正な文化財の維持管理に努めていただきたい。 

学校教育の場面では、見学の手引きと見学プランを作成し、社会科や総合的な学習の時間を活

用した各施設の見学を積極的に受け入れている。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で博物館

の見学を実施できなかった学校は、出前授業に移行するなど博物館の利用促進を図っていること

を評価したい。 

古河歴史博物館開館 30 周年記念特別展「国宝参上。－鷹見泉石像と古河ゆかりの文化財―」

は残念ながら会期途中で中止となったが、独立行政法人「国立文化財機構文化財活用センター」

の協力で公開した３Ｄと高画質画像で視聴できる「こがはくＶＲ（バーチャルリアリティ）」は、

自宅等にいながらオンラインで鑑賞できる素晴らしい取り組みである。今後も、関係機関等と連

携して、歴史や文化に関する情報を提供していただきたい。 
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６ 令和２年度実績及び今後の方向性 
 

政策Ⅰ 市民の目的と意欲に応じた生涯学習の充実  

１．生涯学習の機会の充実 

(１)生涯学習講座の充実・強化 

○生涯学習講座の充実 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①市民ニーズや社会の変化に柔
軟に対応した「古河市民大学」
をはじめとする各種講座を、市
内各所で実施し、市民の生きが
いと地域への愛着心を育みま
す。 
 

【生涯学習課】 
新型コロナウイルス感染症の

影響により、各施設が利用停止
となったため、オンラインで講
座を行いました。 

【生涯学習課】 
オンラインでの開催と様々な会
場での開催を併用することで、
地域の魅力発見につなげます。 
 

②市が実施する各種講座の中
で、地域社会の発展につながる
新たな人と人とのつながりを生
む契機となるような多様な学習
機会の提供を行います。 
 

【生涯学習課】 
「子育て中のママ集まれ！オン
ライン交流会」など、参加者同
士が意見交換できる講座を開催
しました。 
 

【生涯学習課】 
オンラインでも、講座の中で参
加者同士がコミュニケーション
を図れるよう環境づくりをしま
す。 

③「古河市民大学」の中で、様々
な分野の講師陣と連携し、市民
が求める学習内容の講座や情報
の提供を図ります。 
 

【生涯学習課】 
「スマホ講座～Zoom 入門編～」
など、現代的課題に関する講座
を行いました。 
 

【生涯学習課】 
今後もニーズに応じた様々な分
野の講座を開催するとともに、
古河市の情報発信につながる講
座を企画していきます。 
 

④公民館等の生涯学習施設にお
いて、学びたい市民の要望に応
えるような学習機会を提供しま
す。 
 

【社会教育施設課】 
講座調整会議や公民館運営審議
会等で内容を検討し、地域性や
市民ニーズに合った講座を予定
しましたが、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止より実施する
ことができませんでした。 
 

【社会教育施設課】 
新型コロナウイルス感染症拡大
防止を行いながら、引き続き利
用者の意見・要望を把握し、さ
らに情報収集を行いながら市民
ニーズに合った講座を企画しま
す。 

⑤幅広い年代の人々が、様々な
場面で気軽に学習機会が得られ
るような環境の整備に努めま
す。 
 

【生涯学習課】 
今後の学習で必要不可欠なツー
ルとなるオンラインアプリに関
する講座を行いました。 
 

【生涯学習課】 
休日や夜間など時間、参加しや
すい会場などの場の工夫だけで
なく、学習ツールに関する学習
機会の提供もしていきます。 
 

⑥市民ニーズを把握しながら、
生涯学習の成果を発表するため
の場と機会を提供します。 
 

【生涯学習課】   
ファシリテーター養成講座や、
市民大学の傾聴講座で学んだス
キルを職場や地域の交流等で活
かせる内容としました。 
 
【社会教育施設課】 
５施設の公民館等では、日頃の
学習の成果と今後の意欲向上の
ための作品展等の実施を予定し
ましたが、新型コロナウイルス
感染症拡大防止により４施設の

【生涯学習課】                    
市民のニーズを把握しながら、
学習成果を発表する機会の検討
をします。 
 
 
【社会教育施設課】 
新型コロナウイルス感染症を予
防しつつ、引き続き、公民館等
や市民文化祭において、生涯学
習の成果を発表する場を提供し
ます。 
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公民館で実施することができま
せんでした。 
○作品展等実施施設 
・さくら公民館 
〇中止した施設 
・中田公民館 
・古河東公民館 
・ユーセンター総和 
・はなももプラザ 
 

 
 

 
○社会教育事業の推進 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①今後においても引き続き、社
会教育事業の必要性を PRしなが
ら、併せて開催する内容につい
ても検討を加えて、参加者の枠
を拡大するなど、社会教育事業
をさらに推進していきます。 
 

【生涯学習課】 
社会教育委員や市民大学運営委
員の意見、講座受講者のアンケ
ートによる要望などを参考に、
事業の内容を決定し改善を行い
ました。 

【生涯学習課】 
住民ニーズや社会的課題に対応
した講座内容となるよう、さら
に工夫・精査を行い、社会教育
事業を充実したものにします。 

②引き続き社会教育に関わる団
体への活動支援を行っていきま
す。 

【生涯学習課】 
社会教育関係団体登録会員の高
齢化による辞退団体がある一
方、新規登録団体もありました。 
 
〇令和３年３月１日現在 
 登録件数：706件 
 

【生涯学習課】 
今後も社会教育関係団体登録制
度を基本に、自主活動団体の活
動を支援します。 

③実施した事業についての評価
など、社会教育委員や同和教育
推進協議会委員に対し、積極的
に意見や提案を求めていきま
す。 

【生涯学習課】 
社会教育委員会議や同和教育推
進協議会において、それぞれの
年間事業計画及び事業実績の報
告を行い、意見や提案を伺いま
した。 
 

【生涯学習課】 
会議当日の提案はもちろん、日
頃から各委員と情報交換を行
い、幅広く意見を取り入れられ
るようにします。 

 
 

２．生涯学習環境の充実 

(１)学習情報の提供 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①生涯学習を始めたい市民、学
習をより深めたい市民、自主ク
ラブの活動など人とのつながり
を求める市民が、必要な生涯学
習情報を入手しやすいような環
境整備を充実させていきます。 
 

【生涯学習課】 
生涯学習に関する講座や社会教
育関係団体、生涯学習指導者バ
ンクに関する情報について、市
公式ホームページを活用し、情
報提供に努めました。 
 

【生涯学習課】 
今後も引き続き、発信方法を工
夫しながら生涯学習情報の提供
に努めます。 

②生涯学習指導者や自主クラブ
等の情報や学習者同士の交流機
会の提供など、SNS(ソーシャ
ル・ネットワーキング・サービ
ス)等を活用した情報提供体制
を構築します。 
 

【生涯学習課】 
社会教育、生涯学習事業に関す
る情報について、市公式ホーム
ページの活用とともに、フェイ
スブック等の SNS を活用して情
報提供を行いました。 
 

【生涯学習課】 
今後も学習を必要としている方
に必要な情報が届くよう、SNS
等を活用した情報提供を進めま
す。 
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③市内で行われる生涯学習活動
や施設利用の案内、指導者、自
主クラブ等に関する情報を収集
し、市広報紙やホームページな
どを通じて、分かりやすい内容
で発信します。 
 

【生涯学習課】 
生涯学習に関する講座や社会教
育関係団体、生涯学習指導者バ
ンクに関する情報を市広報紙や
ホームページを活用し、情報提
供に努めました。 
 
【社会教育施設課】 
公民館講座案内「まなびピアこ
が」を作成(年２回)し、広く市
民に周知する予定でしたが、新
型コロナウイルス感染症拡大防
止により、講座を中止すること
になったことから、配布するこ
とができませんでした。 
なお、利用制限のある中で、生
涯学習活動の情報や利用案内に
ついて、ポスターの掲示やホー
ムページ等を通じて、柔軟に対
応しました。 
 

【生涯学習課】 
今後も引き続き、生涯学習情報
の積極的な情報発信に努めま
す。 
 
 
 
【社会教育施設課】 
新型コロナウイルス感染症拡大
防止をしつつ、できる限り、今
後も公民館講座案内「まなびピ
アこが」の全戸配布、また、生
涯学習に関するポスター等を各
施設に掲示するなど、市民への
PRに努めます。 
 

④公民館の講座案内「まなびピ
アこが」の充実を図ります。 

【社会教育施設課】 
生涯学習の中核を担う公民館講
座の充実を図るため、様々な方
を対象とした講座の開催を予定
しましたが、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止により、開催
することができませんでした。 
 

【社会教育施設課】 
引き続き、市民から喜ばれる講
座を企画し、生涯学習のきっか
けづくりとなるよう、幅広い情
報提供や講座内容の充実を図り
ます。 
※令和２年度は、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため、
すべての講座を中止しました。
令和３年度は、後期講座を計画
しています。 
 

⑤市民の生涯学習活動に関する
相談体制の充実を図ります。 
 

【生涯学習課】 
市民の学習ニーズの多様化に対
応できるようアンケートを実施
し、学習内容等に活かしました。 
 
【社会教育施設課】 
各施設に生涯学習のきっかけと
なるチラシやポスター等を配置
しました。 
また、市民からの情報提供や要
望に対し、各施設で柔軟な対応
ができるよう努めました。 
 

【生涯学習課】 
引き続き、市民の学習ニーズの
多様化に対応し、学習内容や方
法、時間等の検討を行います。 
 
【社会教育施設課】 
引き続き、生涯学習のきっかけ
づくりとなるよう幅広い情報提
供を行い、市民が相談しやすい
体制を整えます。 
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(２)人材資源の活用 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①「生涯学習指導者情報提供事
業」を、より積極的に市民に周
知し、技術や豊かな知識を有す
る多くの指導者に登録を促し、
多くの学習者に本制度が一層活
用されるよう努めるとともに、
効果的な周知方法について検討
します。 
 

【生涯学習課】 
「指導者バンク」台帳の公民館
への配置、市公式ホームページ
の活用により、指導者情報の周
知を行いました。 
 
〇令和３年３月１日現在 
 登録件数：355件 
 講師紹介件数：０件 
 

【生涯学習課】 
引き続き、指導者バンク制度の
周知を行い、指導者の募集や登
録講師の紹介を行います。 

②身近な地域の中に隠れている
技術や豊かな知識、経験を有す
る人材資源を発掘するように努
めます。 
 

【生涯学習課】 
市公式ホームページを活用し
て、生涯学習指導者情報を提供
しました。 

【生涯学習課】 
今後も、市公式ホームページ等
を活用して生涯学習指導者情報
の提供を行い、登録指導者数の
充実に努めます。 
 

③古河市民大学や公民館講座等
で、人材資源を活用した講座や
プログラムを企画・実施します。 
 
 

【生涯学習課】 
様々なスキルを持つ方を講師に
迎え、現代的課題である「スマ
ホ講座～Zoom 入門編～」講座な
どを実施しました。 
 
【社会教育施設課】 
講座を企画立案した上で、内容
に見合った講師を生涯学習指導
者から選択し、公民館講座とし
て開催する予定でしたが、新型
コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から、実施することがで
きませんでした。 
 

【生涯学習課】 
古河市内で活躍する人にスポッ
トを当て、特色ある内容の講座
を開催します。 
 
 
【社会教育施設課】 
生涯学習指導者の状況を把握
し、市民に喜ばれる幅広い講座
を企画します。 
 

④発掘された人材資源に関する
情報を、自主クラブ等へ積極的
に提供するように努めます。 
 

【生涯学習課】 
生涯学習指導者情報提供事業と
して「指導者バンク」台帳の公
民館への配置や、市公式ホーム
ページを活用し指導者に関する
情報の周知を行いました。 
また、家庭教育学級等の任意団
体に対し、積極的に指導者バン
ク制度を活用して講師の紹介を
行いました。 
 

【生涯学習課】 
引き続き指導者バンク制度を活
用して、指導者紹介を行います。 

⑤学習によって得た知識や技術
を、地域やボランティア活動に
活かすことができるように情報
提供の充実と環境整備に努めま
す。 

【生涯学習課】 
生涯学習指導者情報提供事業と
して「指導者バンク」台帳の公
民館への配置や、市公式ホーム
ページを活用し、指導者に関す
る情報の周知を行いました。 
 

【生涯学習課】 
引き続き指導者バンク制度を活
用して、指導者の募集や登録講
師の紹介を行います。 
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３．生涯学習施設等の充実 

(１)生涯学習施設等の各種整備と効果的な管理・運営 
○施設の管理と運営 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①市民の意見を聞き、専門的な
講座や地域性に合った講座な
ど、市民のニーズに合った講座
の内容にしていきます。 
 

【社会教育施設課】 
利用者アンケート等を参考に講
座を企画し、講座調整会議や公
民館運営審議会等で内容を検討
した上で、地域性や市民ニーズ
を考慮した講座を実施する予定
でしたが、新型コロナウイルス
感染症拡大防止により講座を開
催することができませんでし
た。 
 

【社会教育施設課】 
引き続き利用者等の意見や要望
の情報収集を行い、幅広い市民
ニーズに合った講座を企画立案
します。 

②適切な公民館等の施設整備を
行い、快適に利用できるよう、
各地域のニーズや実態を把握
し、公民館の有効利用を図って
いきます。 
 

【社会教育施設課】 
設備等の保守点検を実施しまし
た。また、施設等の老朽化に伴
う各施設の修繕を実施しまし
た。 
 
○主な修繕・改修 
・中央公民館 

大ホール屋根雨樋修繕 
・中田公民館 
  公民館施設雨樋修繕 
・ふれあい公民館 

空調設備改修 
 

【社会教育施設課】 
引き続き設備等の保守点検を実
施します。また、施設等の老朽
化に伴う各施設の修繕を実施し
ます。 
 
○施設整備 
・中田公民館 

ホール修繕 

③利用の環境の保全が求められ
ることから、財政事情を考慮し
た上で、計画的に維持、修繕を
行います。 

【社会教育施設課】 
修繕計画を作成し、財政事情を
考慮した上で修繕を実施しまし
た。 
 

【社会教育施設課】 
今後も引き続き、老朽化した施
設や設備の修繕を計画的に行い
ます。 

④施設整備にあたっては、地域
的バランスに配慮します。 

【社会教育施設課】 
平成 30年度に三和地域交流セン
ターが完成し、現在古河・三和
地区の地域交流センターが稼働
しています。 
 

【社会教育施設課】 
総和地区内への地域交流センタ
ー建設に向け、基本計画策定委
員会、ワーキング作業部会で検
討していきます。 

⑤新たに開館した駅西地域交流
センターは、既存の地域交流セ
ンターと同様、全市民を対象と
する生涯学習施設として、市民
に愛される施設となるよう運営
していきます。 
 

【社会教育施設課】 
市民の生涯学習の拠点として、
平成 29年度後期から市民講座を
開催していますが、令和２年度
は新型コロナウイルス感染症拡
大防止により、講座を開講する
ことができませんでした。 
 

【社会教育施設課】 
引き続き、市民の生涯学習の拠
点として運営します。 
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○(仮称)三和地域交流センターの整備 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①平成 28年度に建設の基本設計
と実施設計を策定し、平成 30 年
度中に完成予定です。 
 

【社会教育施設課】 
三和地域交流センターは平成 30
年９月に竣工、11 月に開館し、
計画は完了しました。 
 

― 

 

 

４．読書環境の充実 

(１)図書館機能と蔵書の充実 
施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 

①新刊の購読等リクエストに応
えるなどして、市民のニーズに
合わせた蔵書の充実を図りま
す。 
 

【図書館共通】 
資料購入数 
・図書：5,945冊 
・視聴覚資料：317点 
 

【図書館共通】 
蔵書の整理点検とニーズの把握
に努め、資料的価値の高い有効
な資料を幅広く収集します。 
 

②図書館サービスの向上を目指
し、蔵書の検索や貸出・予約・
他市町村相互貸借など図書館情
報ネットワークシステムを活用
し、本の内容発信の充実を図り
ます。 
 

【図書館共通】 
図書館情報ネットワークへの情
報発信及び情報活用により、Web
検索や予約の充実、相互貸借を
活用しました。 
 
・Web予約：23,056件 
・相互貸借：貸出 341件 

借受 883件 
 

【図書館共通】 
引き続き蔵書データを発信・活
用し、図書館サービスの向上を
図ります。 

③図書館職員の専門的な資質・
技能習得のため、県内外の研修
を実施します。 

【図書館共通】 
茨城県図書館協会主催のオンラ
インによるテーマ別研修会(著
作権について)に参加し、専門的
知識の習得に努めました。 
 

【図書館共通】 
今後も各種研修会に参加し、職
員の資質向上に努めます。 

④効率的な施設の維持管理に努
めます。 
 

【図書館共通】 
施設・設備の不具合に対し、優
先順位を決めて修繕等を行い、
効率的な維持管理に努めまし
た。 
 

【図書館共通】 
引き続き効率的な維持管理に努
め、必要な修繕を実施します。 

⑤図書予約システムの導入によ
り、インターネットによる予約
ができるようになり、利用者の
利便性が向上しました。さらに
予約システム等の充実を図りま
す。 
 

【図書館共通】 
インターネットによる予約貸し
出しサービスを実施しました。 
 
・予約冊数：23,056冊 
 

【図書館共通】 
さらなるサービスの向上を目指
すとともに、ネットワークの拡
充を検討します。 
 

⑥図書貸出数の拡大に向け、図
書システムの利用 PR を図りま
す。 

【図書館共通】 
図書の貸し出し、図書利用カー
ド交付の際など、図書システム
の利用について積極的に PRを図
りました。 
 
 

【図書館共通】 
引き続き図書貸出数拡大のた
め、PRの方法を検討します。 
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⑦市の図書館・図書室等と学校
図書室との連携を図り、子ども
の読書活動を充実させていきま
す。 

【図書館共通】 
市内小中学校、幼稚園、保育所
(園)、児童クラブ等の団体貸出
を実施しました。 
また、学校の調べ学習のための
図書の貸し出しを行いました。 
 
・団体貸出：540回 

8,692冊 
 

【図書館共通】 
学校等への団体貸出の体制を充
実し、蔵書の有効活用を図りま
す。 
また、小学１年生全員を対象に
図書利用カードの発行を推奨し
ます。 
 

⑧電子書籍や音楽の配信サービ
スの検討をします。 
 

【図書館共通】 
電子書籍サービスを導入してい
る図書館の実施状況について、
調査を行いました。 
 

【図書館共通】 
導入方法や導入時期などの詳細
について、問題点や先進地の実
施状況などを踏まえ、検討しま
す。 
 

 
 
(２)読書団体の育成 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①読み聞かせ会、開催時の広報、
場所の提供等、支援を行います。 
 

【図書館共通】 
読み聞かせグループ等への絵
本・紙芝居等の貸し出しをしま
したが、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、おはなし
会は実施しませんでした。 
 

【図書館共通】 
引き続き大型絵本を購入するな
どのほか、安心安全におはなし
会を開催できるよう読み聞かせ
グループを支援します。 

②未経験者を対象とした、読み
聞かせ講座等を開催し、幼児に
対する読み聞かせグループの充
実を図ります。 
 

【図書館共通】 
講座等の開催については、所期
の目的を概ね達成したため、実
施しませんでした。 
 

【図書館共通】 
引き続き読み聞かせグループの
充実を図ります。 
 

③読み聞かせグループのPR活動
を推進していきます。 

【図書館共通】 
新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、当面の間、おはな
し会を中止としていることから
PR活動は休止しています。 
 

【図書館共通】 
安心安全におはなし会が開催で
きるような状況になりました
ら、PR 活動を再開し、読み聞か
せグループを支援します。 
 

 
 
(３)子ども読書活動の推進 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①市民への読書に関する啓発と
情報提供に努めていきます。 

【図書館共通】 
毎月、市広報紙の「図書館の本
棚から」コーナーにおいて推薦
図書を紹介しました。 
 

【図書館共通】 
市広報紙で推薦図書を紹介する
とともに、図書館ホームページ
等を活用し情報提供に努めま
す。 
 

②子どもの読書を充実させるた
めに「子ども読書活動推進計画」
を推進します。 
 

【図書館共通】 
「古河市子ども読書活動推進計
画」に基づき、読書手帳の配布
を行いました。 
 

【図書館共通】 
引き続き「古河市子ども読書活
動推進計画」に基づき、子ども
の読書活動推進に取り組みま
す。 
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③図書館・図書室等で、司書等
による利用者へのアドバイスを
行い、読書活動の推進を図りま
す。 

【図書館共通】 
様々なレファレンス※1 に対し、
情報や資料の検索、提供等を実
施しました。 
 
・検索、提供件数：5,457件 
 

【図書館共通】 
必要な情報・資料を捉えて的確
なアドバイスを行い、読書活動
の推進に努めます。 

④０歳児と保護者を対象に絵本
を贈る、ブックスタート事業に
取り組み、赤ちゃんと保護者が
絵本を通じて、楽しい時間を分
かち合い、本に親しむきっかけ
をつくります。 
 

【図書館共通】 
新型コロナウイルス感染症対策
として、絵本等は３～４カ月児
健診対象者へ郵送で配布しまし
た。 
 
・対象者：920名 

古河地区：345名 
総和地区：364名 
三和地区：211名 

 

【図書館共通】 
３～４カ月児集団健診は、令和
３年度から３～６カ月児を対象
とした医療機関での個別健診に
変更となっため、新型コロナウ
イルス感染症の状況等を踏ま
え、どのような実施方法が望ま
しいか検討します(当面の間、５
カ月児相談対象者へ郵送にて配
布）。 

⑤市の図書館・図書室等と幼稚
園、保育所(園)、認定こども園
等、児童クラブが連携を図り、
保育園児や幼稚園児が絵本を愛
読できるよう図書館(室)内に、
利用スペースの検討をします。 
 

【図書館共通】 
全施設において児童コーナーの
設置が完了しています。 
新型コロナウイルス感染症拡大
に伴う休館中においても幼稚
園、保育所(園)、児童クラブな
どの団体に対し、予約図書に限
定して貸し出しを行いました。 
 

【図書館共通】 
引き続き、幼稚園、保育所(園)、
児童クラブなどの団体利用を支
援し、利用しやすい環境づくり
に努めます。 

⑥子どもたちの読書を進めるた
めに、幼児向けの絵本の蔵書を
増やし、幼児が絵本に関心が持
てる機会を与えます。 
 

【図書館共通】 
児童向け資料購入数 
・児童書： 1,058冊 
・絵本  ：  644冊 
・紙芝居：    7冊 
 

【図書館共通】 
古くて資料価値の下がったもの
を整理して新しい資料を購入す
ることで、子どもたちの興味を
引く書架づくりに努めます。 

※１ レファレンス＝必要な資料や情報を必要な人に、的確に案内すること。電話、手紙などでも行い 
ます。 
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 政策Ⅱ 生きる力を育む学校教育の充実  

１．幼児期(幼稚園・保育所(園)・認定こども園)から児童期(小学校)への円滑な移行支援 

(１)幼保小の接続の推進 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①古河市における幼児期教育の
接続を推進するため、幼稚園
長・保育所(園)長等を対象とし
た教育課程編成等に関する「幼
児期接続のための推進研修会」
を開催し、本市における幼児教
育施設と小学校との連携・接続
を推進します。 
 

【指導課】 
「茨城県版保幼小接続カリキュ
ラム」を参考にしながら、市内
全小学校でスタートカリキュラ
ムを作成しています。 
幼児教育担当者研修会等の積極
的な参加や文書等の情報共有を
含め、生涯学習課や子ども福祉
課との連携を図りました。 
 

【指導課】 
市内全小学校において、スター
トカリキュラムの作成や活用は
定着してきていますので、今後
は、保幼小接続コーディネータ
ーを中心とした相互研修会を実
施し、他校の実践例を参考に、
よりよい接続カリキュラムとな
るように努めます。 
 

②小学校の入学前相互訪問など
教育・保育施設等と小学校との
連携を推進していきます。 

【指導課】 
コロナ禍により、相互参観がで
きた保幼小は少なかったのです
が、ICTを活用して遠隔による参
観をするなど、工夫した取組が
ありました。 
また、市内各施設の接続内容を
互いに共有し、連携を図りまし
た。 
 

【指導課】 
引き続き幼児教育施設での学び
を小学校教育へとつなげるた
め、ICT等を活用するなどの工夫
をしていくことで、小学校教諭
のより積極的な幼児教育施設へ
の参観等を推進します。 

③幼稚園・保育所(園)・認定こ
ども園に在籍する子どもを対象
に、小学校での教育を視野に入
れた、しつけ・教育の充実を図
ります。 
 

【指導課】 
コロナ禍で例年実施していた
「幼児教育と小学校教育の接続
のための研修会」は実施できな
かったのですが、各小学校区を
中心に接続カリキュラムの作成
を具体化しました。 
 

【指導課】 
「幼児期に育ってほしい子ども
の姿」を幼児教育施設と小学校
で共有し、小学校低学年生活科
を核として、幼児教育と小学校
教育の円滑な接続を図ります。 

 
 

２．特色ある学校教育の充実 

(１)個に応じた教育の推進 

○きめ細かな指導の推進 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①教育活動指導員の配置を継続
します。 

【指導課】 
全小中学校の授業において、理
解度や到達度等の差に応じたき
め細かな指導を実施することに
より、児童の学習意欲の向上と
基礎的基本的な学習内容の確実
な定着を図りました。 
 
・全小学校 23校：36名配置 
(１日５時間×週５日、36名) 

・全中学校９校：14名配置 
(１日６時間×週５日、14名) 

 

【指導課】 
教育活動指導員指導力向上研修
会を実施することを通して、学
習指導の方法やティーム・ティ
ーチングの在り方等について研
修を継続していきます。 
教育活動指導員の配置人数を見
直し、小中学校ともに１日４時
間の勤務に変更します。 
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○特別支援教育の推進 
施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 

①教員の専門性を高める特別支
援教育に関する研修会を実施し
ます。また、巡回相談等相談活
動の充実を図ります。 

【指導課】 
コロナ禍のため特別支援教育講
演会は実施できませんでした。
小学校１校が巡回相談を実施し
ました。小学校８校、中学校１
校に指導課担当が相談活動を実
施しました。 
 

【指導課】 
特別支援学校と連携し、各学校
に巡回相談の周知を行うととも
に、相談活動の充実を図ります。 

②学習障害や注意欠陥/多動性
障害・自閉症スペクトラム等の
子どもたちの早期発見と、特別
な支援が必要な児童生徒を持つ
保護者に対して、理解を求める
とともに指導内容や方法に関す
る相談、助言を行います。 

【指導課】 
就学相談を複数回実施し充実さ
せるとともに、就学時健康診断
での児童観察を実施しました。
教育支援委員会で適切な審議の
もと、措置判定を実施しました。 
 
○就学相談 
１人あたりの平均相談回数 
…５回(知能検査を含む面談
３回、学校見学１回、幼稚
園等訪問１回) 

○教育支援委員会 
年間５回開催 
 

【指導課】 
丁寧な就学相談の実施、一人一
人に応じた教育支援委員会を継
続して実施します。 
また、福祉や医療等関係機関と
も連携を図り、よりきめ細かな
就学相談を実施します。学齢児
についても学校と連携の上、保
護者への支援を進めます。 

③特別な支援を必要とする児童
生徒が、学校や地域社会で受け
入れられ相互に理解を深めてい
くために、地域の協力体制を構
築し、理解啓発を推進します。 
 

【指導課】 
特別支援教育支援員の研修会を
開催しました。 
居住地校との交流及び共同学習
を実施しました(市内小学校４
校で実施）。 
 

【指導課】 
各校における特別支援教育に係
る研修の充実、特別支援学校と
の交流及び共同学習の充実を図
ります。 

④医療、保健、福祉、労働等の
関係部局や専門機関との連携を
図ります。 

【指導課】 
個別の教育的ニーズに応じ、関
係機関と連携した「個別の教育
支援計画」を活用しました。 

【指導課】 
就学相談時等に医療、保健、福
祉等の関係機関と連携し、情報
共有を図り、児童生徒一人一人
の教育的ニーズに対応した特別
支援教育の充実を図ります。 
 

⑤幼・保・小・中学校で連携し、
情報提供等を実施します。 

【指導課】 
就学相談時に幼・保・小・中の
連携による情報の共有を行いま
した。個別の教育支援計画等の
引継ぎを行いました。 
 

【指導課】 
就学相談時に個別の教育支援計
画を活用し、幼・保・小・中の
連携による情報の共有を行いま
す。 

⑥境特別支援学校や下妻特別支
援学校と連携し、研修や相談、
授業参観等を通して、研鑽を深
め効果的な実践に努めます。 
 

【指導課】 
特別支援学校との連携による相
談を実施しました(体験入学、体
験学習等６回実施)。 
 

【指導課】 
特別支援学校との連携による相
談や研修の充実を図ります。 
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(２)確かな学力の向上 

○主体的・対話的で深い学び 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①「主体的・対話的で深い学び」
を目指し、授業研究を継続しま
す。 
 

【指導課】 
コロナ禍における主体的・対話
的で深い学びを踏まえた授業改
善及び学力の向上を目指し、指
導助言を行いました。 
各種学校訪問を通じて、教職員
の日々の授業づくりのための具
体的な方策について、指導案検
討会から関わり、指導助言を行
いました。 
 
 

【指導課】 
授業改善に向けて、市学力向上
推進委員会を教務主任・研究主
任を対象に開催し、全国学力・
学習状況調査や県学力診断のた
めのテストの分析結果をもと
に、共通理解を図ります。 
また、校内研修の中で課題等を
共有し、授業づくりの見直しや
授業改善のために継続した関わ
りを続けていきます。 
 

②平成 30 年度の先行実施時よ
り、「主体的・対話的で深い学び」
の授業を実施します。 
 

③放課後の学習支援活動を実施
し、児童生徒の学力の向上に努
めます。 

【指導課】 
市内全小学校の４年生から６年
生の希望者に対して、学習アプ
リを有効活用した学習支援活動
を実施しました。 
 

【指導課】 
令和３年度以降、通信環境のあ
る家庭で、学習アプリを活用し
た放課後の学習支援を実施しま
す。 

 

○ICT機器を活用した授業の推進 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①授業の中で ICT※1 機器を有効
に活用した学習を展開します。 

【指導課】 
１人１台端末環境での授業づく
りのために、市内 202 名の教職
員に対して、ICT活用研修会を実
施しました。 
また、古河市 ICT 支援推進委員
会を設置し、支援リーダーを中
心に、校内研修を実施しました。 
 

【指導課】 
古河市 ICT 活用に係る研修会を
年６回実施することで、１人１
台端末環境での授業を日常的に
実施できるよう、計画的に研修
を進めていきます。 
また、端末の持ち帰り学習につ
いても準備していきます。 
 

②インターネットやソーシャ
ル・ネットワークキング・サー
ビス(SNS)等の利用を巡るトラ
ブルに備え、情報モラルを身に
つける教育を展開します。 

【指導課】 
(株)教育ネットの研修を、中学
校９校を対象に全校実施しまし
た。 
また、小学校についても、メデ
ィア相談員、各企業等の協力を
得て、「情報モラル教室」を全校
実施しました。 

【指導課】 
指導課主催の ICT 活用に係る研
修会で研修を進めるとともに、
各学校で、メディア相談員、各
企業等（ｅネットキャラバン）
と連携を図り、長期休業前に「情
報モラル教室」を実施するよう
呼びかけていきます。 
 

※１ ICT＝Information and Communication Technology(インフォメーション・アンド・コミュニケー 
ション・テクノロジー)の略で、日本ではすでに一般的となった ITの概念をさらに一歩進め、 
IT＝「情報技術」に、通信コミュニケーションの重要性を加味した言葉です。 
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 (３)豊かな心の育成 

○道徳教育及び特別活動等の充実 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①教育活動のあらゆる場面で、
善悪の判断や規範意識、公共心
などを育てる道徳教育(道徳科)
の充実を図ります。 
 
 

【指導課】 
令和２年度は新型コロナウイル
ス感染症の影響から、短時間で
の計画訪問だったため、全小中
学校に同一の指導助言を行うこ
とはできませんでした。 
要請のあった２校では、指導案
づくりから関わり、授業の進め
方、発問等の工夫、評価等につ
いて指導助言を行いました。 

【指導課】 
今後も継続して、児童生徒の豊
かな心の育成を図るために、道
徳科を中心として、道徳教育の
充実を図っていきます。 
さらに、各種訪問を通じて、児
童生徒の豊かな心を育むために
道徳科における「考え、議論す
る道徳」への質的変換を推進し
ていきます。 

②道徳教育の要としての道徳科
を行うにあたっては、他教科と
の連携を深めながら、発達段階
に応じた重点的な指導など、指
導の方法・体制の工夫改善に努
めます。 
 
③児童生徒の発達段階や特性等
を考慮し、道徳の内容との関連
を踏まえ、情報モラルに関する
指導の充実を図ります。 

【指導課】 
全小中学校において、外部機関
と連携し、児童生徒を対象とし
た情報モラルや SNS 等のトラブ
ルの未然防止のための講習会を
実施しました。 
 

【指導課】 
今後も継続して、全小中学校に
おいて、児童生徒の情報モラル
や SNS 等のトラブル未然防止の
ために、道徳科の授業と併せて、
指導を充実させていきます。 

④豊かな心の育成に係る県推進
事業を積極的に展開し、規範意
識や豊かな心の高揚を図りま
す。 

【指導課】 
全小中学校において、新型コロ
ナウイルス感染症対策をとりな
がら、あいさつ運動やマナーア
ップ運動、ボランティア活動等
を実施し、豊かな心の育成を図
りました。 
 

【指導課】 
今後も継続して、全小中学校に
おいて保護者や地域と協力した
あいさつ運動やボランティア活
動等を実施し、学校・保護者・
地域が一体となって、規範意識
や公共マナーを育てていきま
す。 

⑤ボランティア活動・あいさつ
運動・自然に触れ合う等の体験
活動を積極的に取り入れ、自主
的に社会に貢献しようとする心
を育てます。 

【指導課】 
各小中学校において、新型コロ
ナウイルス感染症対策をとりな
がらボランティア活動やあいさ
つ運動、自然体験活動等を実施
し、社会に貢献しようとする心
の育成を図りました。 
 

⑥児童生徒の社会で生き抜く力
を育むために、特別活動の充実
を図ります。 

【指導課】 
全小中学校において、生きる力
を育むための学級活動や委員会
活動、学校行事等をオンライン
や人数を減らして実施し、児童
生徒の生き抜く力の育成に取り
組みました。 
 

【指導課】 
新型コロナウイルス感染症対策
を行いながらの特別活動の充実
のために、訪問指導等を通じて、
全小中学校へ指導助言を行いま
す。 
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○人権教育の充実 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①人権教育推進計画を策定しま
す。 
 

【生涯学習課】 
法令、国県の人権関係の審議会
等の答申、意見具申等の趣旨に
沿って、人権教育を推進するた
めの計画を策定しました。 

【生涯学習課】 
引き続き、人権教育推進計画の
策定を行います。 
 
 

②幼児、児童生徒や地域の実態
等を踏まえた全体計画・年間指
導計画・推進計画等の充実を図
ります。 

【指導課】 
全小中学校の人権教育全体計画
の見直し及び全体計画を基にし
た年間指導計画、推進計画の作
成について指導しました。 
 

【指導課】 
県から発行されている人権教育
指導資料 42集を基にした人権教
育全体計画、年間指導計画、推
進計画となるよう、見直しを行
います。 
 

③様々な機会を通じて、あらゆ
る差別解消のための人権意識の
啓発に努めます。 

【指導課】 
学校ホームページや学校だよ
り、PTA懇談会等を活用して、児
童生徒だけでなく、保護者や地
域の方の人権意識の啓発にも努
めるよう指導しました。 
 

【指導課】 
県から発行されている人権教育
指導資料等を児童生徒の指導だ
けではなく、保護者等の人権意
識の啓発にも活用するよう促し
ます。 

④教職員自らの人権に関する理
解と認識を深め、さらには指導
力の向上を図るための研修を行
っていきます。 

【指導課】 
全小中学校に対し、計画訪問及
び市教職員人権教育研修会にお
いて人権が尊重される学校・学
級づくり、コロナ差別を防ぐ取
組について具体的な場面を例に
挙げて指導しました。 
 

【指導課】 
計画訪問及び市教職員人権教育
研修会において、各校の教職員
人権意識の高揚と人権教育への
理解の深化に努めます。教職員
対象の人権教育研修会の内容の
充実を図ります。 
 

⑤PTA の家庭教育学級等を開催
し、保護者にも人権に関する教
育を推進します。 

【生涯学習課】 
人権について考える会や人権リ
ーダー育成講座、社会教育主事
による学習会、人権リーフレッ
トの全戸配布により、人権教育
の推進に努めました。 
 

【生涯学習課】 
引き続き、人権教育講演会や人
権リーダー育成講座、「親学習プ
ログラム」を活用した学習会の
開催、社会教育主事による学習
会、人権リーフレットの全戸配
布等により、人権教育の推進に
努めます。 
 

⑥いじめや児童虐待を学校や地
域で早期に発見し、早期に対応
するなど子どもの人権を大切に
します。 
 

【指導課】 
各種訪問において教職員の人権
意識の高揚に取り組むととも
に、教育支援センター相談窓口
の周知徹底及び子育て包括支援
課、児童相談所、警察等、各種
機関と連携を図りました。 
 

【指導課】 
市内幼児教育施設や小中学校、
児童相談所、子育て包括支援課、
警察等、各種機関と連携を密に
し、情報共有・共通理解を含め、
いじめの未然防止・早期発見・
早期対応、児童虐待の早期発
見・早期対応に努めます。 
 

⑦「古河市男女共同参画推進条
例」や「古河市男女共同参画プ
ラン」に基づき、男女が社会の
平等な構成員として、個性と能
力を発揮し自らの意思によって
社会のあらゆる分野における活
動に参加できるよう男女平等の
正しい意識づくりに努めます。 

【生涯学習課】 
人権について考える会、人権 
リーダー育成講座の開催、人権
リーフレットの全戸配布を行
い、男女平等、人権教育推進に
努めました。 
 

【生涯学習課】 
今後も、人権教育講演会、人権
リーダー育成講座の開催、人権
リーフレットの全戸配布等によ
り、男女平等の推進に努めます。 
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○いじめ・不登校や問題行動等への取組の充実 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①「古河市いじめ防止基本方針」
に基づき、「いじめを許さない学
校づくり」を推進します。 
 

【指導課】 
コロナ差別に関する指導資料
(学活や道徳)を市内全小中学校
に提供し、差別や偏見の未然防
止を行いました。 
年３回のいじめに関する調査を
実施し、結果をいじめ防止に活
用しました。 
 

【指導課】 
教育相談体制の充実・周知を図
り、いじめに関する調査ととも
に、いじめの早期発見、早期解
消に努め、いじめの未然防止の
ための積極的な生徒指導の研修
に努めていきます。 
１人１台端末から児童生徒が
SOS を出しやすい環境整備づく
りについて検討していきます。 
 

②不登校対策として、中 1 ギャ
ップ※1 解消のため「人間関係づ
くり能力の育成」、「思春期にお
ける内面へのきめ細かな対応」
「小中連携体制の充実」等に取
り組みます。また、いじめや不
登校に関し、小学校から中学校
への情報提供を行います。 
 

【指導課】 
学校と支援センターの連携を推
進したり、県のカウンセラーや
スクールソーシャルワーカーと
の連携をしたりしました。 
また、中学校入学に際して、小
学校と中学校で不登校対策に関
する情報共有をしました。 
 

【指導課】 
学校と教育支援センターの連携
をより強化するために、教育支
援センターから、計画的に電話
連絡や学校訪問、ケース会議を
実施し、きめ細かな対応に努め
ます。 

③学校、地域及び家庭がそれぞ
れの果たす役割を確認し、連携
していくことで児童生徒のいじ
めや不登校、非行等の問題の解
決を図ります。 

【指導課】 
年度当初に、教育支援センター
職員が市内小中学校を訪問し、
教育支援センターの周知や教育
相談時の活用を依頼しました。
また、就学時健診時に保護者へ
教育支援センターのリーフレッ
トを配付しました。 
 

【指導課】 
引き続き、教育支援センターの
活用の仕方や学校と教育支援セ
ンターとのケース会議について
周知を図るとともに、いじめや
不登校に加え、学校生活の不安
や悩みの早期発見・早期対応に
努めます。 

④関係諸機関との連携(中学校
区地域連絡協議会の開催、教育
支援センターとの連携)を強化
します。 

【指導課】 
教育支援センターと学校との連
携強化のため、教育支援センタ
ー職員が、定期的に学校への電
話連絡や訪問を行いました。 
また、指導課担当が定期的に教
育支援センター各教室を訪問し
たり、スタッフ会議を毎月実施
したりすることで、支援してい
る児童生徒についての情報共有
を行いました。 
 

【指導課】 
引き続き、教育支援センターの
各教室や学校、関係諸機関との
連携強化を図ります。 

⑤教育支援センターやホームス
タディサポート事業などの教育
相談事業の充実を図ります。 
 

【指導課】 
教育支援センター３カ所におい
て電話、面接、訪問による相談
を行い、延べ 11,425回に対応し
ました。 
スクールカウンセラーとして、
教育支援センターアドバイザー
や指導課職員を希望する小中学
校に派遣し、児童生徒や保護者、
教職員に対する教育相談活動を
充実させました。 
〇希望校(17校)への年間派遣回 

【指導課】 
引き続き、教育支援センターで
の相談活動や、学校へのアドバ
イザーの派遣を行い、相談体制
の充実を図ります。 
また、ホームスタディーサポー
ターを活用し、家庭訪問支援や
教育支援センターでの活動支援
を行います。 
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数：230回 
ホームスタディ―サポーター

を教育支援センターでも活用
し、児童生徒の話し相手になる
など支援にあたりました。 
〇対応人数(教育支援センター 
３カ所)：60人 
 

⑥児童生徒の社会的スキル※2 を
育成するプログラムの開発や実
践を通して、児童生徒相互の好
ましい人間関係づくりを支援し
ます。 
 

【指導課】 
令和２年度は新型コロナウイル
ス感染症の影響から、希望校へ
担当を派遣しての社会的スキル
学習に係る校内研修は未実施と
なりました。 
教育支援センターにおいて、コ
ミュニケーション活動等を通し
て、通室する児童生徒の社会的
スキルの育成に取り組みまし
た。 
 

【指導課】 
児童生徒相互の好ましい人間関
係づくりのための「社会的スキ
ル学習」の充実を図るために、
教職員向け研修を実施していき
ます。 

⑦中学校にスクールガード※3 を
配置し、問題行動に対応し安心
して学べる環境をつくります。 
 

【指導課】 
市内中学校の状況に合わせてス
クールガード５名、２月から４
名を適切かつ効果的に配置する
ことにより、生徒にとって居心
地がよく安心安全に生活できる
学校づくりに寄与できました。 
 

【指導課】 
市内中学校の状況に合わせて、
生徒一人一人の悩みや落ち着か
ない行動に教職員と連携しなが
ら対応し、安心安全に生活でき
る学校づくりを推進します。 

⑧義務教育終了後のサポートに
関して、福祉等の関係機関と連
携を図ります。 

【指導課】 
県派遣のスクールソーシャルワ
ーカーを効果的に活用し、児童
生徒及び保護者を支援すること
で、社会的自立に向けた支援を
しました。 
 

【指導課】 
児童相談所や子育て包括支援
課、社会福祉課、保健所との連
携など、義務教育終了後もサポ
ートが可能となるよう、連携を
一層強化していきます。 
 

※１ 中 1ギャップ＝小学生から中学 1年生に進学したときに、学習や生活の変化になじめずに不登校 
となったり、いじめが急増したりするという現象。 

※２ 社会的スキル＝社会の中でうまく他人と関わり、ともに生活していくために必要な能力。 
※３ スクールガード＝学校生活に適応できない生徒に対し、学校生活における生徒への指導及び支援 

を実施し、生徒の安全と学校生活の安定及び向上に努める。 
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(４)体力の向上 
施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 

①体力・運動能力の調査を行い、
その結果を授業や運動部活動な
どに有効活用します。 

【教育総務課】 
体力・運動能力調査は、全国及
び県で新型コロナウイルス感染
症の感染状況や学校教育への影
響等を鑑みて、中止になったこ
とにより実施していません。 

【教育総務課】 
体力・運動能力の調査について
は、今後とも体育の授業や部活
動を推進するうえで活用しま
す。 
なお、令和３年度から指導課へ
業務を移管します。 
 

②子どもたちに運動の楽しさと
興味を持たせるため、外部講師
の積極的な活用を図ります。 
 

【指導課】 
オリンピック・パラリンピック
推進事業では元オリンピック選
手を招待し、講話や実技講習を
行いました。 
 

【指導課】 
県の外部講師派遣に関する事業
への参加に関する啓発を行い、
県と連携して積極的な活用を図
ります。 

③中学校の運動部活動を含め
て、指導者の育成と質の向上を
図ります。 

【指導課】 
中学校において、計画訪問や要
請訪問等で、部活動運営や指導
者としての心構えに関する指
導・助言を行いました。 
 

【指導課】 
県の保健体育課と連携を図りな
がら、部活動運営や指導者とし
ての心構えに関する指導・助言
の充実を図ります。 

④指導計画の改善と充実を図
り、運動の特性に触れる楽しさ
を学ばせ、基礎的、基本的な内
容の習得に努めます。 

【指導課】 
各種訪問において、各小中学校
の指導計画の作成に係る指導を
行いました。 
 

【指導課】 
運動に関して各小中学校の指導
計画の見直しに係る指導を行い
ます。 

 

 

(５)特色ある教育活動の展開 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①学校教育活動事業を実施し、
各学校の実態に合わせて「科学
する心」の育成に努めます。 

【指導課】 
教育活動支援事業において、ミ
ュージアムパークの移動博物館
やオンライン講習会を行うな
ど、各校で創意工夫のある科学
教育を実施し、児童生徒の「科
学する心」の育成に努めました。 
 

【指導課】 
「科学の祭典 古河大会」や「科
学研究作品展」を通して、「科学
する心」の育成に向けて、創意
工夫のある取組を推進します。 

 

②理科教育支援員を各小学校に
配置し、理科の実験・観察等を
支援します。 

【指導課】 
理科教育支援員６名を全小学校
へ派遣し、週１日～２日の支援
を行い、実験・観察器具の操作
技能の向上、理科好きな児童の
育成に努めました。 
 

【指導課】 
理科教育支援員対象の研修会等
を開催したり、支援員を通した
学校間の共通理解を推進したり
していきます。 
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(６)キャリア教育の推進 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①児童生徒の一人ひとりの勤労
観・職業観を育成するために、
学校の教育活動やボランティア
活動を通して、児童生徒の発達
段階に応じた小学校からの組織
的・系統的なキャリア教育を推
進します。 

【指導課】 
キャリア教育推進のため、全体
計画やそれを具体化した指導計
画の作成について指導しまし
た。キャリア・パスポートの活
用についても指導しました。 

【指導課】 
全小中学校におけるキャリア教
育推進のため、全体計画を具体
化した指導計画の改善・充実を
図るとともに、キャリア・パス
ポートの効果的な活用を推進し
ます。 
 

②職場体験学習では希望業種へ
の受け入れ態勢の整備やアポイ
ントメントから体験、礼状の送
付まで一貫した教育を行いま
す。 

【指導課】 
新型コロナウイルス感染症対策
のため全中学校において、校外
での職場体験学習を実施できま
せんでした。 
 

【指導課】 
現状を考慮した職場体験学習の
内容及び事前・事後指導の充実
を図ります。 

③今までの受け入れ事業所の一
覧表を学校と教育委員会がタイ
アップして作成し、活用してい
きます。 

【指導課】 
職場体験学習生徒受入企業名一
覧の活用ができませんでした。 

【指導課】 
各小中学校における地域人材の
データベース化を推奨し、集約、
活用していきます。 
 

 
 

(７)教職員の資質・能力の向上 

○研修の充実 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①様々な教育的課題に対応する
ため、各種研修会の充実を図り
ます。 

【指導課】 
それぞれの教育課題に関する教
職員対象の研修会や指導課雇用
の非常勤職員向けの研修等を実
施し、様々な教育的課題に対応
するための教職員の資質・能力
の向上を図りました。 
 

【指導課】 
様々な教育的課題に対応するた
めに、教職員の実態を踏まえ、
課題や要望等に応じた研修を今
後も実施していきます。 

②古河市教職員で組織する市教
育研究会が行う研修会等の充実
のための支援を図ります。 
 

【指導課】 
新型コロナウイルス感染症の影
響により、市教育研究会研究発
表会(４校)については実施を見
送りましたが、各学校に研究内
容を周知し、共有しました。 
 

【指導課】 
市教育研究会研究発表会(４校)
については、要請訪問等を実施
することで、連携を図り、指導・
助言を行っていきます。 
 

③教員としての専門性の充実、
経営管理能力の向上及び国際的
視野の拡大を図るため、教員を
大学や大学院、企業、海外等へ
も積極的に派遣します。 
 

【指導課】 
教員の資質・能力及び専門性の
向上を図るため、中央研修(各種
指導者養成研修)へ２名、リーダ
ー養成研修講座へ２名の市内教
職員を派遣しました。 
 

【指導課】 
経験年数等を踏まえて、内地留
学や大学院、リーダー養成研修
講座等へ積極的に派遣し、教員
の資質・能力及び専門性、経営
管理能力の向上を図ります。 

④各学校で行っている校内研修
会の充実のための支援を図りま
す。 

【指導課】 
要請訪問等を小学校 16校、中学
校７校で実施し、授業構想、指
導案作成、授業の振り返りに積
極的に関わり、校内研修の支援
を行いました。 

【指導課】 
前年度以上の要請訪問等を実施
することで、よりきめ細やかな
指導・助言を行っていきます。 
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⑤法令順守(コンプライアンス)
も含めた必要な研修の機会を確
保するとともに、市の教育の現
状や課題、教育課程の方向性を
踏まえた研修を体系的に実施し
ます。 

【指導課】 
新型コロナウイルス感染症の影
響により、集合での研修は実施
できませんでしたが、オンライ
ンや動画配信による市若手教員
(初任者)研修会や市非常勤教職
員研修会で、コンプライアンス
についての研修を行いました。 
 

【指導課】 
今年度も、実効性のある、事例
を踏まえた、コンプライアンス
等についての研修を行っていき
ます。 

 
○指導法等の研究 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①児童生徒の実態を把握した上
での具体的な指導が必要なた
め、学校訪問を通しての指導を
行っていきます。 

【指導課】 
要請訪問等を小学校 16校、中学
校７校に実施し、授業構想、指
導案作成、授業の振り返りに積
極的に関わり、指導・助言を行
いました。 
 

【指導課】 
今後も各校の要望に応じて、要
請訪問等を実施し、各校の課題
を踏まえた、具体的な指導法の
助言を行います。 

②研修等を通し、教員の授業で
の実践力を高めていきます。 
 

【指導課】 
各校の課題に応じて、具体的な
解決策を示しながら、訪問指導
を行いました。 
また、校内の研修体制の充実の
ための指導・助言を行いました。 
 

【指導課】 
各校の課題を把握し、課題解決
のために、今後も訪問指導を継
続して実施していきます。 

③「主体的・対話的な深い学び」
を実現するため、教育研究会主
催の研究指定授業に取り組みま
す。 

【指導課】 
新型コロナウイルス感染症の影
響により、市教育研究会研究発
表会(４校)については、実施を
見送りましたが、各学校に研究
内容を周知し、共有しました。 
 

【指導課】 
今年度も、市教育研究会研究指
定校へ継続的に指導・助言を行
い、主体的・対話的な深い学び
の実践を図ります。 

④教育研究会の活動をサポート
します。 

【指導課】 
新型コロナウイルス感染症の影
響により、市教育研究会研究発
表会(４校)については、実施を
見送りましたが、各学校に研究
内容を周知し、共有しました。 
 

【指導課】 
市教育研究会研究指定校(４校)
に対して、要請訪問を実施し、
指導・助言を行います。 

⑤各学校のカリキュラムの編成
や指導計画、指導方法や指導案
づくり等の相談・支援を行いま
す。 

【指導課】 
各校へ指導案の形式等を示し、
よりよい教育課程の編成のため
に具体的な指導・助言を行いま
した。 

【指導課】 
今後も継続して、カリキュラム
編成や指導計画、指導案につい
て、指導・助言を行い、よりよ
い教育課程の編成のために支援
を行います。 
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(８)読書教育の推進 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①読書の習慣化を目指し、今後
も県の事業である「みんなにす
すめたい一冊の本事業」を推進
します。 

【指導課】 
「みんなにすすめたい一冊の本
推進事業」を推進しました。 
 
○小学校 
50冊賞：91.7%(前年度比+2.5%) 
300冊賞：10.7%(前年度比+2.6%)  
○中学校 
30冊賞：32.5%(前年度比+7.9%) 
150冊賞：1.3%(前年度比 0.0%) 
 

【指導課】 
県事業「みんなにすすめたい一
冊の本推進事業」を継続的に推
進していきます。 
また、令和２年度に引き続き、
校長会で各校の達成状況を伝達
していきます。 
 
 
 

②学校図書館の環境整備の充実
に向けて、学校図書館支援員を
各小中学校に配置します。 

【指導課】 
全小中学校に学校図書館支援員
を配置することで、読書率が向
上しました。 
また、選書や環境整備などにつ
いての研修会も実施しました。 
 

【指導課】 
全小中学校に引き続き学校図書
館支援員を配置し、司書教諭の
サポートをしてもらいます。 
また、有識者を招いた、より実
践的な研修会を計画的に実施し
ます。 
 

 

 

(９)中等教育学校との連携の推進 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①小中学校と中等教育学校の教
職員の交流を図り、情報を交換
する機会と場の提供を行いま
す。 

【指導課】 
市教育研究会研究部員会、各作
品展、中学校新人体育大会等の
企画・運営において、教員同士
の交流と情報交換をオンライン
等や人数を減らして行いまし
た。 

【指導課】 
市教育研究会や各種コンクー
ル・作品展、中学校体育連盟に
係る新人・総体等の各種事業を
通して、市内小中学校と古河中
等教育学校の教職員の交流の充
実を図ります。 
 

②中学校と中等教育学校の生徒
たちが運動や文化などの活動を
通して、交流を進めます。 

【指導課】 
各作品展、中学校総合・新人体
育大会等において、生徒同士が
交流しました。 

【指導課】 
各種コンクール・作品展、中学
校体育連盟に係る新人・総体等
の各種事業を通して、市内中学
校と古河中等教育学校生徒の交
流の充実を図ります。 
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３．地域教育機関の充実 

(１)新たな教育機関の誘致 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①大学など高等教育機関の移
転、誘致を検討します。 
 

【教育総務課】 
令和２年度は未実施です。 

【教育総務課】 
専門学校や大学など高等教育機
関を誘致することにより、市内
で専門性の高い教育を受ける選
択肢を広げ、多彩な人材の輩出
や市内での専門性の高い人材が
確保できるよう、市企画課で検
討します。 
 

 

 

(２)小中連携の推進 

○教育環境の整備 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①学校ごとに小中一貫校を見据
えた小中連携推進協議会を設立
し、学校、家庭及び関係者が目
的を共有し、新しい教育環境の
整備を目指します。 
 

【指導課】 
令和２年度は、小中一貫教育に
関する小中連携推進協議会は未
実施です。  
 
【教育総務課】 
令和２年度は、小中一貫教育に
関する教育懇談会等は未実施で
す。 

【指導課】 
中学校区の小中連携を推進し、
よりよい接続のための小中連携
の在り方を検討します。 
 
【教育総務課】 
今後、必要に応じて教育懇談会
等を開催し、関係者からの意見
を聴取します。 
 

 
○教育内容の充実 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①９年間を見通したカリキュラ
ムの編成や小中学校間で教員の
人的交流を図るなど、実態に応
じた小中一貫及び小中連携を推
進します。 
 

【指導課】 
例年行っている小中連携による
小学校でのあいさつ運動や運動
会ボランティア、中学校での部
活動体験や体育祭・文化祭参加
等、児童生徒同士の交流につい
ては、令和２年度は未実施です。 
小中学校の教職員間において、
相互授業参観や配慮が必要な児
童生徒に関するケース会議、特
別支援教育における円滑な接続
のための情報交換等を実施しま
した。 
 

【指導課】 
中学校区ごとの小中連携を推進
し、小中連携事業をより一層充
実したものにしていきます。 
また、小中学校間の教職員の人
的交流を図り、情報交換を密に
することで、児童生徒の実態に
応じた教育内容の充実を図りま
す。 
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 政策Ⅲ 安心して学べる教育環境の充実  

１．学校施設・設備・備品の充実と維持管理 

(１)学校施設の計画的な管理運営 

○学校施設の整備 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①安全安心な学校施設を保つよ
う、適切な施設の管理と計画的
な整備を行います。 

【学校教育施設課】 
適切な施設管理のため、教職員
による定期点検・日常点検を実
施し、専門的技術を要する各種
保守点検については、業者委託
により実施しました。点検によ
り発見された緊急性が高い不良
箇所については、随時改修を行
いました。 
また、学校施設長寿命化計画に
基づき、施設整備を進めていき
ます。 
 

【学校教育施設課】 
維持管理のため、各種点検結果
をもとに計画的に施設及び設備
の改修を行うことで、安全安心
な学校施設を保ちます。また、
緊急性が高い事案には、引き続
き随時改修をします。 
学校施設長寿命化計画に基づき
老朽化対応のため、古河第一中
学校の校舎、体育館の整備を行
います。 

②小規模修繕については、随時、
早急な対応により修繕を行って
いきます。 

【学校教育施設課】 
設備や施設の不良等の小規模修
繕は、学校と連携し、緊急性の
高いものから順次修繕を実施し
ました。 
 

【学校教育施設課】 
学校からの修繕要望などに基づ
き、緊急性の高いものから修繕
を行います。 

③大規模修繕については、修繕
計画を立て、緊急性の高いもの
から順次修繕を行っていきま
す。 

【学校教育施設課】 
外壁改修工事について、令和元
年度末に国庫補助の内定を受け
繰越をした上辺見小学校(校舎
一部)、仁連小学校(校舎一部及
び体育館)及び総和南中学校(校
舎一部)を実施し完了しました。 
また、令和２年度当初に外壁改
修工事の補助の内定を受けた上
辺見小学校(体育館)及び下辺見
小学校(校舎及び体育館)を実施
し完了しました。 
そのほか、下大野小学校(校舎)
及び三和中学校(渡り廊下)の屋
上防水改修工事を実施し完了し
ました。 
 

【学校教育施設課】 
令和２年度末に国庫補助の内定
を受けた下大野小学校(増築棟)
及び八俣小学校(校舎)について
は外壁改修工事を、また三和中
学校についてはエレベーターの
改修工事をそれぞれ実施する予
定です。 
そのほか、仁連小学校体育館の
屋根防水改修工事や、下辺見小
学校体育館及び総和北中学校体
育館の LED 照明交換工事など実
施する予定です。 
今後につきましても、国庫補助
等の財源を確保しながら大規模
修繕を進めていきます。 

④校務支援システム※1 の運用に
障害が起きる前に、サーバー機
器類の交換をしていきます。 

【学校教育施設課】 
教職員等の校務の効率化及び教
職員間で必要な情報共有等の校
務管理に資するため、機器類等
の不具合があれば早急に修繕等
の対応を行い、校務に影響が出
ないよう、安定した運用管理に
努めました。 
 
 
 

【学校教育施設課】 
古河庁舎２階のサーバー室に設
置しているサーバー群を河川氾
濫時の水没に備え、影響の受け
ない三和庁舎２階のサーバー室
へ移設します。引き続き、校務
に影響が出ないよう、安定した
運用管理に努めます。 
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⑤地域住民の緊急避難場所とし
て、安全安心な施設整備を行っ
ていきます。 

【学校教育施設課】 
耐震補強工事や天井落下防止対
策工事は、平成 28年度で整備が
完了しました。 

【学校教育施設課】 
今後も避難場所として安全安心
が確保できるよう、外壁改修も
含め施設及び設備の整備を進め
ます。 
 

※１ 校務支援システム＝児童生徒の出欠状況や指導要録等を記録・保管し、出力するシステムの総称。 

 

○校内安全管理の充実 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①防犯カメラや学校の門扉を閉
め切る、来客者に名札をつけて
もらうなど不審者対策を行って
いきます。 

【学校教育施設課】 
防犯カメラは市内小中学校全校
に設置済みです。経年劣化等に
よる防犯カメラの改修工事を釈
迦小学校、小堤小学校、中央小
学校、総和北中学校、三和東中
学校で行いました。 
 
【教育総務課】 
全小中学校に訪問の際、門扉の
開閉、来客者用名札等、学校の
不審者対策を行いました。 
 

【学校教育施設課】 
学校施設の安全管理という面か
ら今後も適宜修繕交換を行い、
適切に管理していくことで、学
校内への侵入犯罪の抑止等に寄
与します。 
 
 
【教育総務課】 
不審者による学校事故ゼロを目
指した不審者対策強化に努めま
す。 
 

②不審者の侵入等に備え、警察
の協力のもとに防犯教室を開催
します。 

【教育総務課】 
不審者侵入対応の避難訓練や防
犯教室を実施しました(一部、新
型コロナウイルス感染防止の観
点から、未実施の学校もあり)。 
 
○実施校数 
 ・避難訓練 

小学校 16校、中学校５校 
・防犯教室 

  小学校 14校、中学校６校 
 

【教育総務課】 
不審者による学校事故ゼロを目
指し全校共に不審者対策強化に
努めます。 

③定期的な避難訓練を行うな
ど、地震災害や万が一の火災等
に備え、緊急時の対応、心構え
についての指導を行います。 
 

【学校教育施設課】 
古河市地域防災計画の要配慮者
利用施設に指定された小学校 15
校に対して避難確保計画の更新
を指導したほか、市防災所管課
と連携し洪水予報の伝達訓練等
を行いました。 
 
 
【教育総務課】 
全小中学校で、地震・火災対応
の避難訓練の実施に取り組みま
した。 
 
○実施校数 
 小学校 23校、中学校 9校 
 
 
 

【学校教育施設課】 
引き続き、防災意識の向上に努
めるとともに、古河市地域防災
計画の要配慮者利用施設に指定
された小学校 15校での避難確保
計画の更新や、洪水予報の伝達
訓練等、防災能力の向上につい
ても引き続き取り組みます。 
 
【教育総務課】 
火災ゼロを目指した防災対策の
強化及び震災時の適切な避難方
法の実施を行います。 
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④定期的に遊具や施設の安全点
検と整備を行っていきます。 
 

【学校教育施設課】 
全小中学校の遊具及び体育用具
等の安全点検を行い、修繕が必
要な遊具施設(サッカーゴール、
屋外バスケットゴールバックボ
ード等)について修繕を行いま
した。 
 

【学校教育施設課】 
引き続き、児童生徒が安全安心
に遊具等を使用できるよう安全
点検を行い、変状及び異常が発
見された場合は、修繕等の改善
を適切に実施し、遊具施設の維
持管理に努めます。 
 

⑤学校ごとに危機管理マニュア
ルの点検、見直しを行い、常に
危機管理意識の保持と体制の充
実に努めます。 

【教育総務課】 
全小中学校に対し、学校保健・
学校安全実態調査で確認を行い
ました。 
 

【教育総務課】 
各校の危機管理マニュアルの保
持と体制の充実に努めます。 

⑥教職員間の情報の共有を図
り、地域、家庭との連携による
学校内外の安全を確保します。 
 

【教育総務課】 
児童生徒の安全を確保するた
め、家庭・地域と連携し登下校
時の見守り体制に努めました。 
また、通学路交通安全プログラ
ムに基づき、学校から通学路の
危険箇所の報告を受け、古河市
通学路安全推進会議で対策を講
じました。 
 
○危険箇所等の報告 
小中学校 22校・34箇所 
(対応済み 23箇所・対応継続 
11箇所) 

 

【教育総務課】 
家庭・地域との連携した登下校
時の見守り体制の充実と、通学
路の危険箇所の対策を行いま
す。 

 

 

(２)学習環境の充実 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①小中学校施設内備品について
は、有効利用を図りながら計画
的に購入していきます。 

【学校教育施設課】 
教室で使用する机・いす及びス
トーブの購入にあたり、学校の
要望調査や現地確認等を行い、
老朽化・劣化状況を判断の上、
整備しました。 
・机 524台 
・いす 501台 
・ストーブ 26台 
 
また、学校要望による管理備品
の購入は、その緊急性や重要度
を判断し、予算の範囲内で購入
整備を行いました。 
 

【学校教育施設課】 
老朽化による入れ替えが毎年発
生する机・いす及びストーブの
購入は、劣化状況など現況を確
認しながら、計画的かつ適正に
整備を進めます。 
また、学校の管理備品等の購入
にあたっては、十分な予算確保
ができていないため、引き続き
学習環境整備のための予算確保
に努めます。 
 

②学習指導要領に対応した教材
等を整備し、不足等により授業
に支障を来さぬよう、学校と調
整しながら整備していきます。 
 

【学校教育施設課】 
義務教育教材・理科教育設備等
の教材備品については、事前に
学校へ要望調査を行い、購入整
備を行いました。 
また、理科設備、算数・数学設
備の購入にあたっては、市予算

【学校教育施設課】 
引き続き、義務教育教材・理科
教育設備等の教材備品について
は、学習指導要領に対応した教
材整備を行い、授業の活用に不
足や支障を来すことの無いよう
努めます。 
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以外に国の補助金(理科教育設
備整備費等補助金 1,929千円)を
有効に活用しました。 
 

また、整備にあたっては、学校
の要望を踏まえた上で、市予算
と補助金を有効に活用し、計画
的に購入整備を行います。 
 

③国からの指定校が経験したこ
とを、市内小中学校で共有化し、
最先端の学習環境を展開してい
きます。 

【指導課】 
小学校英語教育支援事業(古河
二小・上辺見小・名崎小)や遠隔
教育に関する実証研究(三和東
中)を実施し、市内全小中学校に
書面で紹介したり、訪問の際に
紹介したりしました。 
 

【指導課】 
令和３年度の実践校である諸川
小や三和東中の取組について、
訪問や研修会等を通じて紹介
し、積極的に取り入れていくよ
う進めていきます。 

④小中学校では引き続き ICT 機
器※1の導入を図ります。 

【学校教育施設課】 
ICT 授業で活用する大型デジタ
ルテレビを中学校へ 27台整備す
るとともに、国の ICT 環境整備
方針で目標とされている大型デ
ジタルテレビ「各普通教室 1台」
の整備達成のため、新たに追加
整備分として大型デジタルテレ
ビ 66 台の購入予算を令和２年
12 月補正で計上し、令和３年度
へ繰越予算としました。（納期は
８月を予定。） 
 

【学校教育施設課】 
引き続き、国の学校における ICT
環境整備方針で目標水準とされ
ている、大型デジタルテレビ「特
別教室用として各校６台」の整
備目標達成に向け、大型デジタ
ルテレビ及び付属機器の購入整
備を進め、学習活動において積
極的に ICT 機器を活用できるよ
う、必要な環境を整えます。 
 
 

⑤小学校でのタブレット型端末
※2、中学校でのノート型パソコ
ンについては、児童・生徒 3.6
人に対して 1 台の割合で整備さ
れるよう取り組んでいきます。 
 

【学校教育施設課】 
これまで、市教育振興基本計画
に掲げた「3.6人に 1台」や、国
の「３クラスに１クラス」の整
備目標に向け端末整備を行って
きましたが、新たに国が「GIGA
スクール構想の実現」として「児
童・生徒１人１台端末の整備」
へと方針を転換したことを受
け、本市においても「児童・生
徒１人１台端末」の環境を達成
するため、国庫補助等を活用し、
小学校へ 5,588 台、中学校へ
2,708台、合計 8,296台のパソコ
ン端末を購入しました。 
 
これにより、既存の端末 2,324
台と合わせて合計 10,620台が整
備され、令和２年５月１日現在
の児童生徒数 10,314人に対し、
１人に１台の整備状況となりま
した。 

【学校教育施設課】 
引き続き、国の平成 30年度以降
の学校における ICT 環境の整備
方針である「教育の ICT 化に向
けた環境整備５カ年計画(2018
～2022年度)」において、指導者
用コンピュータの整備目標とさ
れている水準を達成するため、
「授業を担任する教師１人１
台」の端末整備を普通学級と支
援学級の数を基に、令和３年度
と令和４年度の２カ年をかけて
概ね 500台の整備を行います。 
また、リース契約の端末である
中学校のノート型パソコン 360
台については、導入から７年が
経過しているため、経年劣化等
による故障が発生しても修理対
応ができない端末が増えたこと
から、令和３年８月の契約満了
をもってリース契約を終了する
予定です（令和３年５月１日現
在の児童生徒数 10,168人）。 
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⑥新規機器の導入にあたって
は、その後の維持管理費等も検
討しながらバランスの取れた機
器の導入をしていきます。 

【学校教育施設課】 
GIGA スクール構想の実現におけ
る「校内 LAN 環境」の整備のた
め、国庫補助を活用し、小中学
校全 32 校の LAN ケーブルを
10Gbps に変えると伴に、普通教
室等へ無線アクセスポイントを
設置し、教室内を Wi-Fi 化しま
した。 
また、不測の事態で学校が臨時
休校となった場合、Wi-Fi環境が
整っていない家庭でも児童生徒
がインターネットを用いた学習
が可能となるよう、家庭学習の
ための通信機器整備支援のため
の国庫補助を活用し、貸出し可
能なモバイルルーター(本体の
みの整備で、通信契約は含まな
い)1,000 台の購入整備を行いま
した。 
 

【学校教育施設課】 
「校内 LAN 環境」の整備により、
普通教室等の Wi-Fi 環境が整っ
たことをうけ、既存の LTE 対応
端末は、通信キャリアと端末導
入時期ごとに取り交している通
信契約期間満了後、再契約せず、
順次 Wi-Fi 環境下での使用に変
更します。 
また、昨年度購入したモバイル
ルーターの通信契約（SIMカード
の調達）について、モバイルル
ーターの活用方法に沿う適切な
利用プランとなるよう、指導課
を交え検討すると共に、他市の
事例や通信事業者からの情報を
得ながら、必要なときに速やか
に調達できる方策を検討しま
す。 
 

⑦中学校の空調設備の整備を順
次進めます。 
 
 

【学校教育施設課】 
平成 29年度で、市内すべての小
中学校の教室に、空調設備の設
置が終了しました。 
 
 

【学校教育施設課】 
今後も空調設備が継続して使用
できるよう適宜保守点検を行い
ます。 
 

※１ ICT機器＝タブレット端末器、大型ディスプレー、実物投影機、デジタル教科書ソフト等。 
※２ タブレット型端末＝液晶ディスプレーなどの表示部分にタッチパネルを搭載し、指で操作する携
帯情報端末の総称。 

 

 

２．就学しやすい環境づくり 

(１)多様なニーズに対応した就学支援 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①児童生徒の教育の機会均等を
図る上で、経済的に就学が困難
な家庭における生活の安定のた
め、及び児童生徒の健全な育成
のために、就学援助制度の適正
な運用に努めます。 
 

【教育総務課】 
要保護就学援助費を小中学校計
19 名に支給しました(前年度
比：９名減)。 
・小学校８名 
・中学校 11名 
なお、要保護の就学援助率(要保
護認定者／全児童生徒数)は小
学校 1.03％、中学校 1.40％です。 
 
準要保護就学援助費を小中学校
計 772名に支給しました(前年度
比：42名増)。 
・小学校 477名 
・中学校 295名 
なお、準要保護の就学援助率(準
要保護認定者／全児童生徒数)
は小学校 6.56％、中学校 8.46％
です。 

【教育総務課】 
令和２年度から準要保護認定基
準を変更し、すべての申請者に
対して所得額での審査を実施し
ます。 
市広報紙や就学時健康診断など
で就学援助制度の周知を行い、
今後も、児童生徒の教育の機会
均等を図るため、就学援助制度
の公平で適正な運用に努めま
す。 
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令和３年度入学予定者に、準要
保護就学援助費の内、新入学用
品費を入学準備金として２月に
前倒し支給をしました。 
・小学校 38名 
・中学校 84名 
 
特別支援就学奨励費を小中学校
計 469名に支給しました(前年度
比：24名減)。 
・小学校 346名 
・中学校 123名 
 

②日本語指導を要する児童生徒
の支援については、外国籍児童
生徒の増加に対応できるよう、
日本語指導サポーター※1 の計画
的増員を図っていきます。 

【指導課】 
コロナ禍の影響で日本語指導が
必要な児童生徒は今年度増加し
ませんでしたが、一人一人の対
象児童に対し手厚く指導を行い
ました。 
 

【指導課】 
再び対象児童生徒が増加に転じ
た際に対応できるよう、指導時
間の増加や進路実現に向けた支
援内容の充実を図れる体制づく
りに努めます。 

③奨学資金給付制度の PR に努
め、就学が困難な子どもたちへ
の支援を行っていきます。 
 

【教育総務課】 
古河市松岡奨学基金条例に基づ
き、品行方正で学術優良、かつ
経済的に就学が困難な高校生に
対し、月額 10,000円の奨学金を
給付しました。 
なお、新型コロナウイルス感染
拡大に伴う休校の長期化で、制
度の充分な周知ができなかった
ことから、受付期限を延長して
対応しました。 
 
・松岡奨学金給付人数：９名 

(新規７名、継続２名) 
・給付金額：1,080,000円 

(10,000円×12カ月×９名) 
 

【教育総務課】 
市内高等学校・中等教育学校へ
の募集案内配布や市公式ホーム
ページ等を活用し、引き続き奨
学金給付制度の周知と募集人員
の拡大を図ります。 
また、国・県等の奨学金制度の
情報を積極的に収集し、問い合
わせ等に対応します。 

④障がいのある児童生徒が自立
や社会参加に向けた主体的な取
組ができるよう、また、学校生
活を安心・安全に送れるよう今
後も特別支援教育支援員事業を
継続して行います。 
 

【指導課】 
特別支援教育支援員を、延べ 25
校に 44名派遣しました。 
児童生徒一人一人の教育的ニー
ズに対応するため、新規採用の
支援員に対して特別支援教育支
援員研修会を実施しました。 

【指導課】 
市内の障がいのある児童生徒の
状況に応じ、適切な支援が行え
るよう、特別支援教育支援員の
適正な配置と増員を図ります。
児童生徒一人一人の教育的ニー
ズに対応するため、新規採用の
支援員に対して特別支援教育支
援員研修会を実施します。 
 

※１ 日本語指導サポーター＝小中学校に在籍する日本語指導を必要とする外国人や帰国子女等の児童

生徒に対し、日本語指導をはじめとする学校への適応指導を行っています。日本語指導を担当する職員

により各学校とのスケジュール調整を行い、有償ボランティアである日本語指導サポーターを各学校に

派遣するとともに、日本語指導を担当する職員自らも各学校へ出向いています。 
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３．地域・家庭と連携した学校運営と子どもの居場所づくり 

(１)開かれた学校づくり 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①学校のホームページを充実
し、各校の取組を紹介するなど、
広く情報発信に努めます。 

【学校教育施設課】 
平成 26年度に各学校のホームペ
ージを「小中学校教育ポータル
サイト」内に集約し、教職員が
簡単にホームページの構成や新
着情報等の記事を更新できるよ
う、テンプレート化したものを
使用するなど、統一的な運用管
理を行っています。 
また、ホームページの更新等に
あたり教職員からの問い合わせ
については、ヘルプデスク電話
サポートを含め、適宜対応しま
した。 
 
【指導課】 
学校ホームページ等で、学校の
日々の取組について、保護者や
地域に積極的に情報を発信して
もらうように呼びかけました。 
 

【学校教育施設課】 
各学校が学校概要や学校だよ
り・給食だより・学校ブログを
掲載し、定期的にウェブサイト
の新着情報やトップページ写真
等を更新できるよう、ヘルプデ
スク電話サポート等を含め、情
報発信しやすい環境の整備に引
き続き努めます。 
 
 
 
 
 
 
【指導課】 
今後も、学校通信や学校ホーム
ページを通して、保護者や地域
に情報を積極的に発信してもら
えるよう、呼びかけていきます。 
 

②総合的な学習の時間を有効に
活用するために、地域の人材活
用を進めるよう努めます。 

【教育総務課】 
新型コロナウイルス感染症の拡
大により、４・５月は市立小中
学校が休校となったため、予定
していた外部講師委託授業が中
止となった。 
その中で、小学校１校のみ稲刈
体験を実施できたため、講師謝
礼として延べ２名に各 2,000 円
ずつ支出しました。 
 

【教育総務課】 
新型コロナウイルス感染症の拡
大状況にもよりますが、今後も
総合的な学習の時間を活用する
ため、地域の人材活用を進める
よう努めます。 

③地域との連携を深めるため、
学校評議員※1 制度の一層の活用
に努めます。 
 

【教育総務課】 
古河市学校評議員設置規程に基
づき、小中学校からの推薦者各
校おおむね５名を委嘱しまし
た。 
 
・委嘱人数：全小中学校 153名 
・委嘱期間：４月から１年間 

【教育総務課】 
今後も地域と学校の連携強化の
ため、継続して実施します。 
また、文部科学省が設置を促進
している「学校運営協議会制度
(コミュニティスクール)」につ
いても、今後設置を検討してい
きます。 
 

④学校評価や学校関係者評価を
活かし、学校運営を改善し、特
色ある学校づくりを進めます。 

【指導課】 
未達成の課題の分析と次年度の
経営計画や組織目標設定のため
に、全小中学校で、学校評価を
実施しました。 
 

【指導課】 
学校評価の結果を踏まえて、特
色ある学校づくりに向けた目標
を設定するとともに、評価項目
の妥当性や達成状況、取組の適
切さについて指導・助言をして
いきます。 
 

※1 学校評議員＝教育に関する理解及び識見を有する地域の方で、教育活動の実施並びに地域社会、家 
庭及び学校の連携促進等の学校運営に関して意見や助言を行います。 
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(２)子どもの居場所づくり 

○放課後児童対策の充実   
施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 

①放課後児童クラブの運営をと
おして、児童の健全な育成を図
ります。 

【子ども福祉課】 
令和２年７月１日現在 1,577 名
の児童が在籍していましたが、
新型コロナ感染拡大による学校
の臨時休校中においても適切に
感染症対策を行い、子どもたち
が安心して過ごすことのできる
生活の場を提供しました。 
学校再開後も、これまで以上に
衛生管理に留意し、安心して安
全に楽しく過ごせる場の提供を
行い、児童の健全育成を図りま
した。 
 

【子ども福祉課】 
児童の健康増進、情緒の安定や
安全確保に配慮しながら、異年
齢児童との交流をとおし、発達
段階に応じた判断力や協調性を
育むなど、児童の健全育成を図
ります。 
 

②放課後児童クラブの施設の運
営等の充実を図ります。 

【子ども福祉課】 
西牛谷小学校において、学校敷
地内別棟に定員 80名の児童クラ
ブ施設を整備し、待機児童を解
消しました。 

【子ども福祉課】 
児童クラブ利用者数の将来推計
から、今後も利用者数の増加が
予想されることから、引き続き
人的・物的改善を計画的に進め
ます。 
 

 
○児童の安全確保 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①不審者等情報メール※1 にて、
迅速にメールの配信を行い、情
報の共有化を図ります。 
 

【学校教育施設課】 
保護者等へ台風・降雪に伴う登
下校時間の変更や、各学校等か
ら情報提供を受けた不審者出没
情報を情報提供する手段である
防犯情報配信システム(不審者
等情報メール)の保守管理を行
いました。 
・防犯情報配信システム利用料 
385,000円/年 
 
【指導課】 
各学校から不審者等出没情報の
提供があったときは、迅速にメ
ール配信を行い、情報の共有化
を図りました。 
令和元年度から、市民メール
「SpeeCAN RAIDEN」も同時に配
信を行っています。 
※令和２年度不審者等出没情報
配信件数：20件 
 
 
 
 
 
 
 

【学校教育施設課】 
引き続き防犯情報配信システム
の保守管理を行い、円滑に情報
提供ができる環境を整えます。 
 
 
 
 
 
 
 
【指導課】 
今後も不審者情報等の配信につ
いては、児童生徒のプライバシ
ー保護に配慮しながら、迅速に
メールを配信し、情報の共有化
に努めます。 
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②保護者、市民、各種関係団体
へメールの登録を推進します。 
 

【学校教育施設課】 
学校を通じて、児童生徒の保護
者等へ不審者等情報メールの登
録を推進しました。 
さらに、不審者等出没情報の配
信先拡大のため、令和２年２月
からの試行期間を経て、同年４
月より「市防災防犯情報メール」
からも不審者等情報の配信を開
始しました。 
併せて、不審者等情報のさらな
る共有拡大を目的に、教育委員
会 Facebookや小中学校教育ポー
タルサイト内に登録用バナー表
示を実施し、市防災防犯メール
新規登録の推進を図りました。 
 
〇令和２年度末メール配信登録
者件数 
・不審者等情報メール 21,717件 

 

【学校教育施設課】 
児童生徒の登下校時の安全確保
を目的に、新入生の保護者や関
係団体に対して、引き続き学校
や教育委員会が中心となって、
不審者等情報メールへの新規登
録を推進します。 
併せて、消防防災課が所管する
「市防災防犯情報メール」の新
規登録の推進についても、不審
者等情報の共有拡大を図るた
め、所管部署の推進に加え、教
育委員会も積極的に推進に協力
することで、地域における児童
生徒の見守り体制のさらなる強
化に努めます。 
 
 

③中学生には引き続き、通学用
ヘルメットを貸与します。 

【教育総務課】 
市立中学校の新１年生及び古河
中等教育学校に通学する市内在
住の新１年生の希望者に対し
て、自転車通学時の安全対策に
必要なヘルメットを 1,275 個貸
与しました。 
 

【教育総務課】 
自転車通学時の交通安全確保の
ため、市内中学校及び市内在住
の古河中等教育学校の新１年生
に対し、通学用ヘルメットの貸
与を引き続き行います。 

※１ 不審者等情報メール＝教育委員会宛てに届いた各情報を配信しているメールのこと。 
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４．学校保健の充実 

(１)児童生徒・教職員の健康の保持・増進 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①学校保健安全法に基づき、就
学予定児童に対する健康診断、
児童生徒及び教職員に対する健
康診断を実施します。 

【教育総務課】 
学校保健安全法に基づき、就学
予定児童(新小学１年生)1,079
名、児童生徒 10,105名、教職員
291 名に健康診断を実施しまし
た。 
 

【教育総務課】 
学校保健安全法に基づき、児童
生徒及び教職員の健康診断を引
き続き実施します。 

②自己の健康保持・増進を図る
ことができるよう、児童生徒の
発達段階に応じ、性教育も含め
た保健教育を計画的に行ってい
きます。 
 

【教育総務課】 
全小中学校で性教育を含めた学
校保健教育の推進に取り組みま
した。 

【教育総務課】 
引き続き、全小中学校で性教育
を含めた学校保健教育の充実を
図ります。 
 

③古河市医師会・古河市歯科医
師会等の協力を得て、学校医の
完全な配置を図るとともに、古
河市学校保健会の充実に努めま
す。 

【教育総務課】 
学校医 46 名(内科医・眼科医・
耳鼻咽喉科医。一部内科医・耳
鼻科兼務有り)、歯科医 31 名、
薬剤師 23名を配置しました。 
また令和２年度末、学校医４名
の辞職により、古河市医師会か
らの推薦で、令和３年４月１日
から新たに４名を配置しまし
た。 
 

【教育総務課】 
今後は古河市医師会の協力によ
り、全校に耳鼻科医専門の学校
医配置ができるよう努めます。 
 
・学校医 46名(内科医・眼科医・

耳鼻咽喉科医。一部内科医・
耳鼻科兼務有り) 

・歯科医 31名 
・薬剤師 23名 
 

④学校医や教職員、及び保護者
代表等から構成される学校保健
委員会と連携し、児童生徒の健
康の保持・増進を図ります。 

【教育総務課】 
新型コロナウイルス感染症対策
として、以下の物品を全小中学
校に配付しました。 
・消毒液 64本(４リットル/本) 
・マスク 242箱(50枚/箱) 
・ディスポ歯鏡 1,200本 

そのほか、熱中症対策として、経
口補水液 208 本を２回、全小中
学校に配付しました。 
 

【教育総務課】 
引き続き学校保健委員会と連携
し、児童生徒の健康保持増進を
図ります。 
また、引き続き新型コロナウイ
ルス感染症対策に努めます。 
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 政策Ⅳ 子どもの健全な成長のための学校給食の充実  

１．学校給食施設の活用と衛生管理・効率的運営 

(１)学校給食センターの活用 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①最新鋭の学校給食センターを
十分に活用し、給食の質の向上
と効率的な運営を図ります。 

【学校給食課】 
厨房機器・設備の性能を活かし、
効率的な運営が図れました。 
また、１日あたり大量食数(令和
３年３月現在、約 9,000食)を提
供しました。 

【学校給食課】 
厨房機器・設備のメンテナンス
を定期的に行い、設備の維持管
理に努めます。 
また、稼働してから７年を経過
し、設備の劣化が増加していま
すが、必要に応じて修繕を実施
していきます。 
 

②調理業務を民間に委託し、民
間活力を活かした運営を図って
います。 

【学校給食課】 
令和２年７月に調理業務委託が
満了となり、改めてプロポーザ
ル方式による調理業務委託の選
定を行い、令和２年６月に契約
を締結しました。 
 

【学校給食課】 
民間調理業者により、引き続き
安心安全な給食の安定提供を目
指します。 
 

③アレルギー対応食(除去食)の
提供を推進します。 

【学校給食課】 
９名(前年度比：１名減)に卵・
乳の除去食を提供しました。 
 

【学校給食課】 
毎月、保護者と面談を実施しな
がら、引き続きアレルギー対応
食(除去食)の提供をします。 
 

④自校給食が非常時で機能停止
した場合、給食提供に対応しま
す。 

【学校給食課】 
新型コロナウイルスに伴い一時
的な給食停止を実施しました。
それ以外は非常時機能停止する
ことなく、通常どおり給食を提
供できました。 
 

【学校給食課】 
自校給食校の機能停止に備え、
給食センターから給食提供でき
るよう検討していきます。 

 

 

(２)自校給食室の運営管理 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①自校給食室の円滑な運営を図
ります。 
 

【学校給食課】 
学校長・栄養士・調理員と打合
せ及び説明会などを実施し、円
滑な業務となるよう努めまし
た。 
 

【学校給食課】 
引き続き連携を図りながら実施
します。 

②自校給食室の施設・設備の適
切な維持管理に努めます。 
 

【学校給食課】 
排水除害施設・排気系統点検清
掃、機器点検を実施しました。 
 

【学校給食課】 
調理機器点検委託業者による点
検を実施し、設備機器の更新の
必要性、費用について検討して
いきます。 
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③将来的な自校給食室の運営方
式(調理の民間委託)について検
討します。 
 

【学校給食課】 
調理員の退職が重なったことか
ら、速やかな補充となるよう努
めましたが、充足となりません
でした。配膳員の配置や学校間
での応援で対応しました。 
 

【学校給食課】 
給食の安定供給を目的に、調理
業務民間委託について検討を行
いました。令和３年８月開始に
向けて協議を進めています。 

④自校給食施設の老朽化による
大規模改修が必要な場合は、段
階的に学校給食センターへの移
行を検討します。 
 

【学校給食課】 
古河市自校給食室統合計画を策
定しました。 

【学校給食課】 
令和４年９月を目途に古河第三
小学校・古河第五小学校を、給
食センターに統合予定としまし
た。 

 
 

(３)給食施設の衛生管理の徹底 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①学校給食衛生管理基準に基づ
き、調理機器の日常点検及び定
期点検の徹底に努めます。 
 

【学校給食課】 
衛生管理基準や法定点検など、
委託により調理機器の点検及び
整備を実施しました。 
また、点検時、消耗品など劣化
による部品交換が必要となるも
のは交換を実施しました。 
 

【学校給食課】 
調理機器点検委託業者による法
定点検及び定期点検を実施し、
機器故障を未然に防ぐよう努め
ます。 
また、経年劣化による修繕が必
要な場合については早期対応を
します。 
 

②食中毒を防止するため、学校
給食衛生管理基準の遵守徹底を
図り、給食従事者に対する衛生
管理に関する研修・指導の充実
に努めます。 
 

【学校給食課】 
コロナ禍のため、対面での研修
会を取りやめ、県作成の衛生管
理の資料配布により研修としま
した。 

【学校給食課】 
県通知に基づき、実施内容や資
料の配布を行い実施いたしま
す。 

③栄養士による巡回指導等、衛
生管理指導体制の充実を図りま
す。 
 

【学校給食課】 
栄養士による給食室や必要に応
じて学級の巡回指導を実施しま
した。 
 

【学校給食課】 
引き続き巡回指導等を実施し、
衛生管理指導体制の充実に努め
ます。 

④ノロウイルス対策として精密
な細菌検査を実施し、食中毒及
び感染症の発生を防止します。 

【学校給食課】 
高感度検査(遺伝子検査)のリア
ルタイム RT-PCR法を採用し、自
校給食校・給食センターともに
年間６回(10 月～３月)実施しま
した。 

【学校給食課】 
引き続き「大量調理施設衛生管
理マニュアル」に基づき、10 月
～３月までの期間年６回実施し
ます。 

 

 
(４)効率的な給食施設の運営 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①学校徴収による給食費未納の
抑制に努めます。また、給食費
負担の公平性を保つため、未収
給食費の徴収を各学校と連携し
取り組みます。 

【学校給食課】 
給食主任や事務担当者会議へ参
加し、給食費徴収への理解を求
めました。 
新型コロナウイルス対策として
４月～９月の給食費無償化実施
に伴い、例年より未収金が低く
抑えられました。 

【学校給食課】 
コロナ禍による家計への影響を
考慮しながら、引き続き学校と
連携して、給食費の収納率向上
に努めます。 
また、給食費の効率的な管理徴
収のためシステムの導入を検討
します。 
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②食材調達の方法を改善し、経
済的かつ効率的な調達に努めま
す。 

【学校給食課】 
毎月、見積合わせを実施し、必
要な品質を確保しつつ、安価に
納入できる業者から食材の調達
に努めました。 
 

【学校給食課】 
引き続き必要な品質を確保しつ
つ、安価な食材の調達に努めま
す。 

③学校給食費については、適正
な保護者負担となるよう、食材
料費の推移など社会情勢を見極
めながら、見直しを行います。 
 
 

【学校給食課】 

給食の質の向上と保護者負担軽

減を考慮し、児童・生徒の 30円

値上げ分を公費負担としまし

た。 

【学校給食課】 

値上げにより栄養価・品質の確

保・献立のバランスの適正化が

図れました。今後も食材料費な

どの価格動向を踏まえ、給食費

の見直しを検討します。 

 

 
 
 (５)食育拠点の充実 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①児童生徒だけでなく、保護者
や地域の方々も見学・研修・体
験等に活用できる施設として、
学校給食を通した食育の拠点と
しての活用を推進します。 
 

【学校給食課】 
コロナ禍により、当面の間、見
学等を中止としました。 
 
○給食センター施設見学 
・見学者数：0名 
 

【学校給食課】 
引き続き、新型コロナウイルス
の動向を注視しながら、再開の
時期を検討していきます。 

②学校給食への理解を深めても
らうため、給食試食会を実施し
ます。 

【学校給食課】 
コロナ禍により、市民向けの給
食センターの見学・試食会を中
止しました。 
 
○見学・試食会参加者：0名 
 

【学校給食課】 
引き続き、新型コロナウイルス
の動向を注視しながら、市民向
けの見学・試食会の再開の時期
を検討していきます。 

③体験型施設を活用し、公衆衛
生の普及啓発に努めます。 

【学校給食課】 

コロナ禍による施設見学中止に

より、児童や保護者の施設見学

時にエアーシャワー(埃取り)や

調理器具(しゃもじ、ひしゃく)

などの使用体験が実施できませ

んでした。 

 

【学校給食課】 

コロナ禍により当面中止として

いますが、動向を注視しながら、

見学の再開を検討し、啓発に努

めていきます。 
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２．食育や地産地消による学校給食の推進 

(１)食育の推進・栄養指導 

○学校における食育の推進 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①学校給食は「生きた教材」で
あることから、学校給食を有効
に活用し食に関する指導の充実
に努めます。 
 

【学校給食課】 
毎月献立表・献立だよりを作成
し、各家庭に配布しました。 
献立には、郷土食の鮒の甘露煮
や七福カレーめんを取り入れま
した。 

【学校給食課】 
今後も学校給食が「生きた教材」
になるよう、行事食・郷土料理
や地場産を取り入れた献立作成
を行い伝えていきます。 

②栄養教諭や学校栄養職員を中
心として、望ましい食習慣と健
全で豊かな食生活を実践する力
の習得に努めます。 
 

【学校給食課・指導課】 
22 校で児童生徒を対象に、栄養
士による食育指導を実施しまし
た。 

【学校給食課・指導課】 
引き続き健全で豊かな食生活を
実践できるよう食育指導を実施
します。 

③食育に関する指導を推進しま
す。 
 

【学校給食課】 
栄養士による食育指導を実施し
ました。 
 

【学校給食課】 
栄養士による食育指導を引き続
き実施します。 

 

○安全安心でおいしい給食の提供 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①味つけの改良、新規献立の導
入、行事食等の多種多様な取組、
児童生徒の意向を反映します。 

【学校給食課】 
１食当たりの給食費単価を 30円
(公費負担)上げたことから、多
様な食材の使用が可能となりま
した。 
 

【学校給食課】 
献立検討委員会を通して、学校
現場の意見・意向を反映します。 

②給食訪問を実施し食の大切さ
を栄養士が指導します。 
 

【学校給食課】 
栄養士による食育指導を実施し
ました。 
 

【学校給食課】 
食育指導を実施し、食の大切さ
について今後も指導します。 
 

③食べ残しは「もったいない」
とし、さらなる食べ残しの削減
に努めます。 
「平成 31年度目標 めざそう値」 
自校方式 8.0%  
センター方式 11.0% 
 

【学校給食課】 
食育指導の中で、「もったいな
い」の気持ちを育てる指導や、
栄養についての指導を実施し、
食べ残しの削減に努めました。 

【学校給食課】 
食べ残しの削減に向けて、今後
も献立改善や食育指導を実施し
ます。 

④自然の恵みや料理を作ってく
れる人への感謝の気持ちを育
み、給食の時間がより楽しく、
心を豊かにすることができる
「おいしい給食」を推進します。 
 

【学校給食課・指導課】 
栄養士による食育の授業を実施
し、児童生徒への食育の啓発を
実施しました。 
 

【学校給食課・指導課】 
栄養士による啓発活動を実施
し、児童生徒の給食に対する興
味・関心を高めることを目指し
ます。 

⑤児童・生徒が食を学び、自ら
食べたくなり、思い出に残る「お
いしい給食」を、学校、保護者、
調理者、生産者等とともに目指
していきます。 
 

【学校給食課】 
献立に行事食や郷土料理、地場
産の食材などを取り入れなが
ら、思い出に残る給食を実施し
ました。 
２月に市内の甘露煮組合と連携
し、中学生を対象に鮒の甘露煮
を提供しました。 

【学校給食課】 
今後も、給食関係者と連携し、
思い出に残る給食の献立作成に
努めます。 
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○アレルギー対応 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①「古河市学校給食 食物アレル
ギー対応マニュアル」に基づき、
全教職員による知識の習得及び
アレルギーのある児童生徒に関
する情報の共有を図りながら、
適切な対応に努めます。 

【学校給食課】 
コロナ禍のため給食主任研修会
を見合わせました。 
除去食希望者には、保護者・学
校職員が面談し、情報を共有し
ました。 
 

【学校給食課】 
研修会の実施方法について検討
の必要があります。 
除去食希望者に対して引き続き
随時面談を実施します。 
 

②食物アレルギー対応に係る校
内体制の充実を図ります。 
 

【学校給食課】 
「古河市学校給食 食物アレル
ギー対応マニュアル」に基づき、
校内食物アレルギー対応委員会
の体制の構築を図りました。 
新規の除去食対応の際に学校内
での共有を図るよう周知しまし
た。 
 

【学校給食課】 
今後も、校内で食物アレルギー
について共有するよう周知に努
めます。 

③教職員等への食物アレルギー
に関する正しい知識を習得する
ため、定期的に研修会を実施し
ます。 

【学校給食課】 
マニュアルについては配付済み
ですが、研修会については、コ
ロナ禍のため実施を見合わせま
した。 
 

【学校給食課】 
今後も、校内食物アレルギー対
応委員会の体制を充実させ、児
童生徒、保護者との連携を図り
ます。 
 

④食物アレルギーに関する学校
における対応等について、保護
者の理解を得るとともに情報提
供に努めます。 
 

【学校給食課】 
食物アレルギー対応希望者に、
食材の詳細な成分表と配合表を
渡し、アレルギー物質の情報提
供をしました。 
除去食者に対しては、毎月保護
者と面談を実施し、翌月の献立
内容について説明をしました。 
 

【学校給食課】 
引き続き情報提供を行います。 

⑤学校給食センターでは、アレ
ルギー対応食の提供を推進しま
す。 
 

【学校給食課】 
９名分の卵・乳の除去食を実施
しました。 
 

【学校給食課】 
引き続きアレルギー対応食を提
供します。 
 

 
 

 (２)家庭や地域との連携 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①家庭や地域との連携を図り、
子どもたちが正しい食習慣や食
生活を身につけられるよう支援
します。 

【学校給食課】 
献立だよりを毎月配布し、正し
い食習慣や健康習慣について掲
載しました。 
 

【学校給食課】 
引き続き献立だよりに食習慣や
健康習慣について掲載し、子ど
もたちが正しい食習慣や食生活
を身につけられるよう支援しま
す。 
 

②学校給食献立のレシピを定期
的に公開します。 

【学校給食課】 
市ホームページに毎日の献立を
掲載しました。 
 

【学校給食課】 
引き続き実施します。 
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 (３)地産地消の推進 
施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 

①ＪＡ等の地元生産者団体と連
携し、地元産品の活用を図りま
す。 
 

【学校給食課】 
使用する食材は地元産のものを
納入し、活用するよう努めまし
た。 
ＪＡからブロッコリー、白菜、
ロマネスコの無償提供があり、
使用しました。 
 

【学校給食課】 
今後も地元産の納入、活用に努
めます。 
 
 

②地産地消を進め、児童生徒の
地元農業への理解を深めます。 
 
 

【学校給食課】 
献立表に「今月の食材」として、
地場産物を使用する野菜につい
て掲載しました。 
学校放送資料で、ＪＡから無償
提供された食材について説明し
ました。 
 

【学校給食課】 
今後も献立表や掲示物等で地産
地消について伝えます。 

③定期的に地場産物を取り入れ
た統一献立を実施し、学校給食
の食材として地場産物の拡大を
図ります。 
 

【学校給食課】 
自校方式給食は統一献立となり
ました。ＪＡ提供の地場産物を
取り入れました。 
 

【学校給食課】 
今後も、継続して実施します。 

④古河市産 100％の米飯給食を
推進します。 
 

【学校給食課】 
古河市産コシヒカリ 100％の米
飯給食を実施しました。 
 

【学校給食課】 
今後も、継続して実施します。 
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 政策Ⅴ 未来を担う青少年の健全育成  

１．家庭・地域の教育力の育成 

(１)家庭教育の推進 

○家庭教育力の向上促進 
施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 

①子どもの発達段階に応じた家
庭教育に関する学習機会の提供
を行います。 
 

【生涯学習課】 
就学前、就学後の保護者や指導
者に対し、子どもの発達段階に
応じた学習機会の提供を行いま
した。 
 

【生涯学習課】 
引き続き、様々な年代の子を持
つ保護者に対し、学習機会を提
供します。 

②就学前の保護者に対し、家庭
教育力の向上を目指し、学習会
等を実施します。 
 

【生涯学習課】 
就学時健診の待ち時間を利用し
て、保護者に対し、社会教育主
事による講話の映像を上映しま
した。 
・実施回数：２回 
 

【生涯学習課】 
今後も、就学前の保護者に対し、
家庭教育力の向上を目指し、学
習会の方法を工夫して実施しま
す。 

③中学生高校生等、これから親
になる子どもたちに対し、地域
の保護者の協力のもと、乳幼児
と触れ合う体験を通し、家庭教
育や子育てについて学ぶ機会を
つくります。 

【生涯学習課】 
新型コロナウイルス感染症対策
のため、直接触れ合う本事業は
中止となりました。 
 

【生涯学習課】 
感染症の状況を注視しながら、
中高生が乳幼児と触れ合う機会
を作り、家庭教育や子育てにつ
いて学ぶ学習会を実施します。 
 

④産前産後の夫婦等を対象に、
家族の絆やつながりの大切さを
学ぶことを目的とした学習会を
提供し、家庭教育力の向上を目
指します。 

【生涯学習課】 
オンラインアプリを活用し「子
育て中のママ集まれ！オンライ
ン交流会」を開催し、参加者同
士、子育てに関する悩みや不安
を共有しました。 
 

【生涯学習課】 
今後も感染症の状況を注視しな
がら、産前産後や夫婦を対象と
した講座を実施します。 

⑤市内の幼稚園・保育所(園)・
認定こども園での家庭教育に関
する学習会の実施に向けた協力
を求めていきます。 

【生涯学習課】 
社会教育主事が、子育て支援セ
ンターの学習会で講話を行い、
幼児期の子どもとのかかわり方
について学習しました。 
・実施回数：２件 

【生涯学習課】 
今後も市内の幼稚園・保育所
(園)・認定こども園での家庭教
育に関する学習会の実施に関し
て協力依頼及び情報提供を進め
ていきます。 

 
○家庭教育推進のための学習機会の充実 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①市内小中学校で実施する家庭
教育学級を支援します。 
 

【生涯学習課】 
家庭教育学級を安定して運営す
るため補助金を交付しました。 
 
・学級数：37学級 
・補助金交付額：295,000円 
 

【生涯学習課】 
今後も補助金の交付と情報提供
により、学級活動を活発にして
いくための支援をします。 

②家庭の教育力を向上させるた
め、親自身の子育てへの理解を促
進し、自身の子育てを振り返るき
っかけをつくるなど、親としての
学びや経験の場を提供します。 

【生涯学習課】 
家庭教育の重要性に気付くきっ
かけや、子育ての知識を得る機
会となるよう、「オンライン家庭
教育講演会」を実施しました。 

【生涯学習課】 
引き続き、家庭教育力の向上の
ため、親の学びの機会を提供し
ます。 
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③親学習プログラム「親楽ブッ
ク」※1 を活用し、保護者同士の
つながりを促し、孤独な子育て
の解消に努めます。 
 

【生涯学習課】 
新型コロナウイルス感染症の影
響により、保護者同士の直接交
流が手段となる「親楽ブック」
を活用した学習会は実施できま
せんでした。 
 

【生涯学習課】 
感染症流行時でも学習が進めら
れるようにオンラインでの「親
楽ブック学習会」の準備を進め
ます。 

④「親楽ブック」の内容を、現
状の社会環境や保護者が抱える
悩み等に則して見直しを図り、
充実させます。 

【生涯学習課】 
現在の社会環境に適し、子育て
支援に活かせるように内容を検
討しました。 
 

【生涯学習課】 
保護者が抱える悩みや、知りた
い情報を集め、「親楽ブック」の
内容の充実を図ります。 

⑤子育てやしつけ等の家庭教育
を推進する上で、家庭の役割の
重要性を啓発するため、市広報
等の媒体の活用やリーフレット
等を発行し、情報の提供に努め
ます。 
 

【生涯学習課】 
家庭教育を推進するため、市内
小中学校の全保護者に対し、「ふ
れあい通信」を年２回発行しま
した。 
また、家庭教育学級の記録とし
て「家庭教育学級のあゆみ」を
作成し、市公式ホームページに
掲載しました。 
 

【生涯学習課】 
今後も引き続き、市で作成した
家庭教育に関する情報を提供す
るとともに、県で作成したリー
フレット等の情報も提供してい
きます。 

⑥様々な事情で家庭教育学級や
学習会に参加できない保護者の
支援を検討します。 

【生涯学習課】 
どのような支援が必要か、研修
会等に参加して支援の方法を検
討するとともに、必要な方が必
要な時に学習することができる
よう動画配信を行いました。 
 

【生涯学習課】 
家庭教育学級や学習会に参加で
きない保護者に対し、動画配信
による学習機会の提供及び SNS
を活用した学習情報へのアクセ
ス支援を行います。 

⑦父親の家庭教育における重要
性を啓発するために、父親のた
めの学習機会を設けます。 

【生涯学習課】 
家庭教育学級において、父親の
家庭教育に関する講座の開催を
推奨しました。 
 

【生涯学習課】 
今後も、家庭教育学級において、
「父親の家庭教育参加を考える
講座」の開催に支援を行います。 
 

※1 親学習プログラム「親楽ブック」＝親同士が交流を図りながら、自分自身の子育てを振り返ったり、
子育てに必要なスキルを主体的に学んだりすることができる参加型学習による学習教材として、古河市
が独自に作成したもの。 
 
 

 (２)地域教育力によるコミュニケーション能力の向上 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①地域に住む子どもたちを組織
化し、遊びや様々な体験を中心
とする集団活動を通しながら、
人間性豊かな子どもたちを育て
るために、地域の大人や協力
者・指導者・コミュニティが協
力して、地域の活性化や子ども
たちのコミュニケーション能力
の向上に努めていきます。 

【生涯学習課】 
子どもたちの集団活動を推進す
る目的で組織化された子ども会
育成連合会等に財政支援を行い
ました。 
また、子どもたちの健全育成や
郷土愛の醸成につながる体験活
動事業に対して申請のあった団
体に「子ども夢交付金」を交付
しました。 
 
・交付実績２件(計 135,000円) 
 
 

【生涯学習課】 
子ども会育成連合会をはじめと
する青少年育成団体を母体に、
意思疎通を必要とする集団活動
の機会を提供します。 
また、自然体験活動等を支援す
る子ども夢交付金制度を継続し
ます。 
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②子ども会や青少年団体の育
成・支援や青少年の様々な地域活
動への参加を促進していきます。 

 

【生涯学習課】 
年間活動をまとめた子ども会育
成連合会の会報誌「市子連だよ
り」で、子ども会の地域活動を
市民に周知しました。 
 

【生涯学習課】 
子ども会や子ども会育成連合会
をはじめとする市内青少年育成
団体の活動を広く認知させて、
地域の力を高めます。 

③地域における青少年活動を支
援する指導者等を確保するた
め、人材育成に努めます。 
 

【生涯学習課】 
施策の主な手段となる「県西地
区子ども会指導者交歓研修会」
が感染症拡大の影響で中止を余
儀なくされました。 
 

【生涯学習課】 
指導者研修等開催の機会をとら
えて情報提供を行い、指導者の
人材育成に努めます。 

④子ども会組織の構成が困難な
地域に対して、今後も存続でき
るよう支援や助言等を行ってい
きます。 
 

【生涯学習課】 
単会子ども会の人員減少による
活動停滞等に対し、団体の統合
や上位団体事業への参加などを
提案しました。 
 

【生涯学習課】 
少子化が進む中、子ども会加入
者数が維持できるよう存続に向
けた助言や提案を行います。 

⑤青少年に対する地域教育力の
活性化と奉仕活動・体験活動の
充実を目的に、エンジョイサタ
デー(地域における子どもの週
末活動)が市内全域で実施され
るように働きかけていくととも
に、ワイルドダッシュをはじめ
とする自然体験や社会体験等を
実施します。 

【生涯学習課】 
エンジョイサタデーは令和元年
度より「子ども夢交付金事業」
へ移行、交付事業に対して 309
名の参加がありました。 
ワイルドダッシュ(通常年３回
開催)については感染症拡大の
影響で中止を余儀なくされまし
た。 
 

【生涯学習課】 
「子ども夢交付金」が活用され
るよう学校や地域の関係団体に
周知を図ります。 
ワイルドダッシュなどの体験型
活動は接触機会が多くなるた
め、感染状況等を踏まえて実施
を検討します。 

 
 

２．地域や社会への青少年の参加の促進 

(１)多様な体験や創作活動の提供 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①自然体験や社会体験などの多
様な体験や創作活動の機会、集
団生活を営む場の提供の充実を
図り、地域を越えた交流や異世
代との交流を促進します。 
 

【生涯学習課】 
施策の主な手段となる「わたら
せ水辺の楽校自然体験学習」「ワ
イルドダッシュ」「姉妹都市交
流」は感染症拡大の影響で中止
を余儀なくされました。 
 

【生涯学習課】 
わたらせ水辺の楽校自然体験学
習などのイベントは接触機会が
多くなるため、感染状況等を踏
まえて実施を検討します。 

②姉妹都市交流を通じて、青少
年の教育交流や体験活動の機会
を確保し、豊かな人間性や社会
性を育みます。 

【生涯学習課】 
姉妹都市の真室川町との交流事
業は、感染症拡大の影響で中止
を余儀なくされました。 
 

【生涯学習課】 
他市との交流事業の実施につい
ては長距離移動を伴い接触機会
も多くなるため、感染状況等を
踏まえて慎重に検討します。 
 

③青少年の社会参加の促進や家
庭における生活体験の促進を働
きかけるため、地域における支
援活動の核となる人材を育成す
るための研修への参加を促し、
活動の活性化を図ります。 
 

【生涯学習課】 
施策の主な手段となる「県西地
区子ども会指導者交歓研修会」
「青少年のための古河市民会議
研修会」は感染症拡大の影響で
中止を余儀なくされました。 
 

【生涯学習課】 
指導者研修等開催の機会をとら
えて情報提供を行い、指導者の
人材育成に努めます。 

 



- 46 - 

 

 (２)郷土愛の醸成 
施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 

①今後も成人式典の開催を通し
て、新成人の郷土愛を育み、郷
土の将来の担い手としての意識
の高揚を図ります。 

【生涯学習課】 
成人式開催にあたり、新成人者
で組織する実行委員会がビデオ
編集や記念品選定、前日準備と
当日の式典運営までを主体的に
実施しました。 
 
・期日：１月 10日(日) 
※時間帯別開催 

・場所：古河はなもも体育館 
(中央運動公園体育館) 

・参加者：1,020名 
・参加率：70.64％ 
・アトラクション：ビデオメッ
セージ上映 
※写真撮影会は中止 
 

【生涯学習課】 
新成人による主体的な式典運営
を支援し、活動を通して参加者
の郷土愛を高めます。 

②青少年が郷土に関心が持てる
ようなイベントや講座の実施を
検討して、郷土愛の醸成を図る
とともに、地域開催のイベント
等への積極的な参加を促しま
す。 

【生涯学習課】 
歴史的につながりが深い真室川
町との交流事業は、感染症拡大
の影響で中止を余儀なくされま
した。 
 

【生涯学習課】 
姉妹都市交流をはじめ、郷土愛
の醸成につながるイベントや講
座の実施を検討します。 

 
 

 (３)科学の楽しさを体験できる場の提供 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①今後も「青少年のための科学
の祭典古河大会」を開催するこ
とで、大人と子どもが一緒に科
学の楽しさを体験し、様々な科
学の実体験を通しながら、科学
的な考え方を養うとともに、次
世代を担う人材育成を図りま
す。 

【生涯学習課】 
第 23回青少年のための科学の祭
典古河大会は集客型を断念し、
オンライン動画配信により実施
しました。 
 
・期日 

12月 12・13・19日（中継配信） 
12月１日～１月 31日（記録配
信） 

・場所：インターネット上 
・出展者 
市内学校関係団体：７校 
一般出展団体：12団体 

・出展テーマ数：19テーマ 
・参加者：74名(中継配信) 
・閲覧数：2,386回(記録配信) 
 

【生涯学習課】 
青少年をはじめ広く市民が科学
の楽しさを体験する機会として
「青少年のための科学の祭典古
河大会」を実施します。人材育
成の観点から開催形態は参集型
が望ましいところですが、接触
機会が多くなるため感染状況等
を踏まえて検討します。 

②科学の祭典古河大会の出展内
容等がより充実したものになる
ように、学校・団体・企業・行
政が連携を密にするとともに、
市内企業を含む各種団体に今後
も参加協力を呼びかけていきま
す。 

【生涯学習課】 
公益財団法人日本科学技術振興
財団との共催大会実施に向け、
各種団体の推薦による実行委員
会を、また市内各学校から推薦
された教員・PTA等による運営委
員会を組織しました。 
オンライン実施のため市内企業

【生涯学習課】 
市内各種団体の協力のもと、開
催形態に応じた同大会の内容充
実を図ります。 
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への協賛の働きかけは見送りま
した。 
 

③科学の祭典古河大会参加団体
の出展内容等が、より充実した
ものになるように、市内小学
校・中学校等の参加団体を対象
とした研修等を検討していきま
す。 
 

【生涯学習課】 
出展内容が重複しないよう調整
を図るとともに、双方向のコミ
ュニケーション不足を補う意味
で参加者の反応や評価を出展団
体へフィードバックしました。 
 

【生涯学習課】 
実施に係る労力の過負荷に配慮
するとともに、実行委員会とと
もに科学に関するニーズの収集
やブースメニューの研究を進め
ます。 

 
 
(４)青少年育成団体の育成・支援 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①青少年健全育成活動をさらに
活発化させていくため、関係機
関と連携しながら、今後も「青
少年のための古河市民会議」な
どの青少年育成団体への活動支
援に取り組んでいきます。 
 

【生涯学習課】 
施策の母体である「青少年のた
めの古河市民会議」の活動支援
を行いました。感染症拡大の影
響で事業中止や連携の見送りを
余儀なくされました。 

【生涯学習課】 
「青少年のための古河市民会
議」を構成する市内青少年育成
団体との連携は感染状況等を踏
まえて実施を検討します。 

②市が関わる青少年育成団体
に、団体運営等に関する情報提
供を積極的に行います。 

【生涯学習課】 
市内青少年育成団体に対し、講
師の派遣やイベントなどの県の
事業並びに補助金等運営の支援
に係る情報提供を行いました。 
 

【生涯学習課】 
市内青少年育成団体に対して有
益となる情報を提供します。 

③青少年育成団体等の活動がよ
り活性化するよう指導者等を確
保するため、人材育成に努めま
す。 

【生涯学習課】 
育成対象となる中学生や高校生
のボランティア活動は感染症拡
大の影響で中止を余儀なくされ
ました。「ダンデライオン」の募
集は例年どおり実施しました。 
 
・ダンデライオン…ジュニアリ
ーダーズサークル。中学生・高
校生が校外でボランティア活動
等にチャレンジする自主団体 
 

【生涯学習課】 
ダンデライオンの新規募集を継
続的に行い、将来リーダーを担
う人材の育成につながるよう活
動を支援します。 

④市が関わる青少年育成団体に
おける活動等が、自主的で円滑
に行われるよう指導・助言をし
ていきます。 

【生涯学習課】 
ダンデライオンメンバーに県の
ボランティア養成講座等への参
加を促し、座学や実例を通して
自主的な運営の啓発と必要な助
言を行いました。 
 

【生涯学習課】 
研修会等の学びの場を活用し団
体の自主性を高め、自立に向け
た運営をサポートします。 
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３．青少年の健全育成のための活動の促進 

(１)非行等の未然防止の推進 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①青少年センターを中心に、関
係機関・団体と連携を取りなが
ら、行政、学校、家庭、地域が
一体となった事業を展開してい
きます。 

【生涯学習課】 
施策の主な手段である定期パト
ロールは、感染症の影響で事務
局主体の活動に切り替えまし
た。 
特別街頭パトロールについて
も、イベント中止に伴い実施が
ありませんでした。 
 

【生涯学習課】 
青少年センターを中心に「青少
年のための古河市民会議」加盟
団体と連携しながら、感染状況
等を踏まえて事業を進めます。 

②青少年の非行防止のための広
報活動等を推進します。 

【生涯学習課】 
11 月「青少年健全育成全国強調
月間」に庁舎や学校等へのぼり
を掲げて啓発し、青少年非行防
止に向けた活動を広く市民に周
知しました。 
 

【生涯学習課】 
広報紙やホームページなどを利
用し、青少年の非行防止のため
の活動を報告するなど、広報活
動を行います。 

③青少年相談員による定期街頭
パトロールや特別街頭パトロー
ルを実施していきます。 

【生涯学習課】 
感染症拡大防止の観点から、特
別青少年相談員及び事務局のみ
の活動(街頭パトロールや不審
者情報に基づく巡回、健全育成
協力店訪問等)を実施しました。 
 

【生涯学習課】 
パトロールの実施については、
自粛要請等の発出や感染状況等
を踏まえて検討します。 

④青少年相談員による「青少年
の健全育成に協力する店」の登
録活動等を通じて、青少年の非
行防止活動を促進します。 

【生涯学習課】 
青少年にふさわしくない行動を
とる者への注意喚起や警察への
通報、業種別の遵守事項などを
登録店に依頼し、ステッカーを
表示することで非行の抑止力と
しています。 
 

【生涯学習課】 
青少年相談員による「青少年の
健全育成に協力する店」への訪
問活動を通じ、店舗協力のもと
青少年の非行防止に努めます。 

⑤青少年相談員による青少年相
談活動の普及啓発に努めます。 
 

【生涯学習課】 
青少年の交友関係・学校生活・
いじめ等の悩み専用フリーダイ
ヤル(℡0120-783747)での電話
やメール等での相談対応や、県
その他の専門機関の紹介を行い
ました。 
 
・相談件数：８件 
 

【生涯学習課】 
青少年相談員による青少年相談
活動や相談窓口は市のホームペ
ージで情報提供しており、心の
拠り所として普及啓発を進めま
す。 

⑥地域と共に青少年を見守る環
境づくりのため、地域で活動し
ている青少年相談員の活動内容
を市民に積極的に周知していき
ます。 

【生涯学習課】 
・青少年相談員：145名 
・特別青少年相談員：１名 
・６月に「古河市青少年相談員
の紹介」を市内回覧で配布し、
青少年相談員の活動の様子を広
く市民に周知しました。 
 

【生涯学習課】 
引き続き、市広報紙やホームペ
ージなどを利用し、地域で活動
する青少年相談員の活動内容な
ど広報活動を行います。 
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(２)健全な環境づくりの推進 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①「青少年の健全育成に協力す
る店」の登録推進活動を行って
いきます。 

【生涯学習課】 
県条例に基づき、青少年のため
の健全な社会環境づくりとして
青少年に関わりの深い各業種の
店舗等に協力を依頼しました。 
 
・県補助対象訪問数：123店舗 
 

【生涯学習課】 
青少年相談員による「青少年の
健全育成に協力する店」への訪
問活動を通じ、店舗協力のもと
青少年の非行防止に努めます。 

②学校・PTA 等と協力し、「子ど
もを守る 110 番の家」の登録推
進を行います。 

【生涯学習課】 
地域で子どもが被害者となる事
件を未然に防止するため、児
童・生徒が登下校時に不審者に
遭遇した際、一時的に保護して
いただける家庭や事業所などを
緊急避難先「子どもを守る 110
番の家」として登録しました。 
 
・登録数：2,907件 
 

【生涯学習課】 
協力意思のある家庭等には目印
となるステッカーを配布し子ど
もたちの緊急避難先を確保する
とともに、求めに応じて劣化や
破損した場合のステッカーの再
交付等を行います。 

③各種イベント会場での青少年
のための健全な社会環境づくり
のための普及啓発活動を実施し
ていきます。 

【生涯学習課】 
施策の手段となる各種イベント
(こどもまつり、手づくりまつ
り、関東ド・マンナカ祭り、さ
んわ青少年フォーラムなど)は、
感染症拡大の影響で中止を余儀
なくされました。 
 

【生涯学習課】 
イベント実施の際は積極的に参
加し、青少年健全育成のための
社会環境づくりの普及啓発に努
めます。 

④今後も有害図書等自動販売機
の立入調査を実施していきま
す。 

【生涯学習課】 
有害図書等を販売する自動販売
機については、全機撤去後以降
新たな設置はありません。 
 

【生涯学習課】 
有害図書等自動販売機の設置の
有無を調査し、環境浄化活動に
努めます。 

⑤青少年がインターネットを安
全・安心に利用できるよう、保
護者等に、インターネットの特
性や犯罪・トラブルの対処方法
を学ぶ機会を提供するなどの取
組を促進します。 
 

【生涯学習課】 
インターネット安全利用に係る
チラシを各庁舎のラックなどに
設置しました。 

【生涯学習課】 
市内青少年育成団体の活動等
で、インターネット利用の正し
い知識やトラブル対処を主眼と
した研修の実施を検討します。 

 
 

 (３)子ども・若者の育成支援 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①「青少年のための古河市民会
議」をはじめとする青少年の健
全育成に関する団体などと連携
しながら、子ども・若者が健全
に育ち、社会生活を円滑に営め
ることができるように支援しま
す。 
 

【生涯学習課】 
施策の母体である「青少年のた
めの古河市民会議」の活動支援
を行いました。感染症の影響で
事業中止や連携の見送りを余儀
なくされました。 
 
 
 

【生涯学習課】 
市内青少年育成団体と連携し、
青少年の健全育成のための活動
を支援します。 
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②学校外活動を促進し、青少年
の自然体験や社会体験、異世代
との交流など多様な体験の場や
機会の充実を図ります。 

【生涯学習課】 
施策の主な手段である「わたら
せ水辺の楽校の自然体験学習」
「ワイルドダッシュ」「姉妹都市
交流事業」などのイベントは感
染症拡大の影響で中止を余儀な
くされました。 
 

【生涯学習課】 
校外活動での自然体験学習等は
感染状況等を踏まえて実施を検
討します。 

③青少年の自然体験や社会体験
の活動に関する情報提供の充実
を図ります。 

【生涯学習課】 
子ども会育成連合会の活動情報
をまとめた「市子連だより」を
発行し、会の活動を広報しまし
た。 
 

【生涯学習課】 
「市子連だより」にて子ども会
活動の周知を行います。また、
広報紙やホームページで活動状
況を提供します。 

④青少年の保護者に対し、子ど
もの発達段階に応じた望ましい
体験活動やその効果について理
解の促進を図ります。 

【生涯学習課】 
子ども会活動では親子で凧作り
に取り組み、保護者に子どもの
成長を肌で感じられる機会を提
供しました。 

【生涯学習課】 
市内青少年育成団体のイベント
実施により様々な体験活動の場
を提供する中で、保護者の参画
と理解が得られるよう取り組み
を進めます。 
 

⑤青少年育成活動促進事業とし
て、各種青少年育成団体や子ど
も週末活動の支援をしていきま
す。 

【生涯学習課】 
主に次の青少年育成団体や事業
に対する活動支援や財政支援を
行いました。 
 
・古河市子ども会育成連合会 
・ボーイスカウト 
・ガールスカウト 
・ダンデライオン（高校生会) 
・ワイルドダッシュ事業 
 

【生涯学習課】 
青少年の健全育成を目的とする
団体に補助金を交付するととも
に、団体運営や各種事業に係る
支援を行います。 

⑥体験活動に必要な知識・技能
を持つ指導者を確保するため、
青少年育成団体等と連携しなが
ら人材の育成に努めます。 

【生涯学習課】 
施策の手段となる「指導者研修
会」「県西地区子ども会指導者交
歓研修会」「県西地区子ども会リ
ーダー研修会」等が感染症拡大
の影響で中止を余儀なくされま
した。 
 

【生涯学習課】 
子ども会育成連合会をはじめと
する市内青少年育成団体と連携
を図るともに、研修機会を通じ
て指導者の育成確保に努めま
す。 
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 政策Ⅵ 市民が親しめる生涯スポーツの推進  

１．スポーツ施設の充実と有効活用 

(１)スポーツ施設の充実 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①スポーツ施設の効率的な管理
運営を図るため、指定管理者制
度等の導入をさらに推進しま
す。 

【スポーツ振興課】 
現在、市内スポーツ施設の古河
スポーツ交流センター、中央運
動公園温水プール、三和健康ふ
れあいスポーツセンター等、８
施設で指定管理者制度を継続し
て導入しています。 
 

【スポーツ振興課】 
令和４年度から総和地区スポー
ツ施設を一括して指定管理者制
度導入を行うため、令和３年度
は指定管理者の選定を行いま
す。 

②老朽化した施設の計画的な修
繕を図ります。 

【スポーツ振興課】 
主な老朽化設備の修繕として、
古河スポーツ交流センタースポ
ーツ棟機械室給湯水管設備等の
修繕、総合体育館冷温水発生機
真空部品及び No.２ボイラー等
の修繕を行いました。 
また、緊急性が求められる設備
修繕についても適宜、対応を行
いました。 
 

【スポーツ振興課】 
今後も安心安全な利用を図るた
め、点検等を行いながら計画的
に修繕を実施します。 

③既存のスポーツ施設の整備・
充実を図ります。 

【スポーツ振興課】 
主な整備として、三和健康ふ

れあいスポーツセンターアリー
ナ・サブアリーナ空調設備工事、
中央運動公園総合体育館(１階
事務所、トレーニング室、会議
室等)の空調設備改修工事に向
けた実施設計を行いました。 
 

【スポーツ振興課】 
令和２年度からの繰越事業とし
て三和健康ふれあいスポーツセ
ンターアリーナ、中央運動公園
総合体育館の空調工事が完了す
る予定です。利用状況を考慮し
ながら、計画的に既存施設の整
備等を行います。 

④施設の老朽化対応を踏まえ、
利用者の受益と負担バランスの
適正化を図ります。 

【スポーツ振興課】 
令和２年度から古河市内にある
すべてのスポーツ施設の利用料
金改定を実施しました。 

【スポーツ振興課】 
三和健康ふれあいスポーツセン
ターアリーナ・サブアリーナ空
調工事に伴い、市内施設の状況
を考慮した利用料金見直しを図
ります。 
また、受付貸出業務の統一に向
けた検討を引き続き行います。 
 

⑤市民のスポーツニーズに即し
た競技面積を確保するととも
に、必要な施設の拡充を図りま
す。 

【スポーツ振興課】 
コロナ禍で競技する機会が奪わ
れていますが、市民のスポーツ
ニーズ等を把握するべく、情報
収集を行いました。 

【スポーツ振興課】 
コロナ禍でスポーツのあり方も
変化していますが、今後も情報
収集した上で、利用状況に基づ
いた施設の拡充及び整備の検討
を進めます。 
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 (２)施設の有効利用の推進 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①行事やスポーツ施設からのお
知らせを、市の広報やホームペ
ージ、SNS等を活用して、リアル
タイムに提供していきます。 
 

【スポーツ振興課】 
新型コロナウイルス感染拡大の
影響により行事は中止となりま
したが、スポーツ施設の利用制
限等について、随時情報提供を
行いました。 
 

【スポーツ振興課】 
情報提供の様々な方法を検討
し、提供内容の充実を図ります。 

②市民が身近で気軽にスポーツ
に親しむことができるよう、学
校教育に支障のない範囲で学校
体育施設を開放し、地域の生涯
スポーツに役立てます。 

【スポーツ振興課】 

市内小中学校の体育館、グラウ
ンド、柔剣道場等について新型
コロナウイルス感染拡大防止を
講じながら登録団体(206 団体)
に貸し出しを実施しました。 

【スポーツ振興課】 
引き続き、コロナ禍においても
感染拡大防止のための必要な対
策を講じながら、身近な学校教
育施設の体育施設開放を継続
し、誰もが気軽に楽しめる環境
を提供し、地域の生涯スポーツ
活動を支援します。 
 

③利用受付や貸出業務が地区に
より異なる部分について統一の
手法を検討し、予約システムに
ついては再構築します。 

【スポーツ振興課】 
令和３年度に古河体育館の閉館
が決定したため、各地区が異な
る利用受付や貸出業務の統一化
に向けて情報収集を行いまし
た。 

【スポーツ振興課】 
古河地区の利用受付や貸出業務
を担っていた古河体育館が令和
３年９月末に閉館することに伴
い、設置場所の選定を行います。 
同時に、各地区異なる利用受付
や貸出方法の統一化を検討しま
す。 
 

④学校開放施設の空き状況等の
情報提供を図ります。 

【スポーツ振興課】 
新型コロナウイルス感染拡大の
影響により学校開放施設の利用
制限があったものの、受付窓口
において随時、予約状況等の情
報提供を行いました。 
 

【スポーツ振興課】 
情報提供に努めるとともに、情
報提供の手法について検討しま
す。 
 

 
 
２．生涯スポーツの振興 
(１)組織の充実 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①団体への補助金を交付するこ
とにより、競技団体が自主的に
活動できるよう支援します。 
 

【スポーツ振興課】 
競技団体の統括団体である市体
育協会やスポーツ少年団本部に
対して補助金の交付を行いまし
た。 
 
・体育協会：4,222,000円 
・スポーツ少年団：1,400,000円 
 

【スポーツ振興課】 
補助制度の継続によりスポーツ
協会やスポーツ少年団等が主体
的に活動できるように組織体制
の強化を支援します。 

②各団体が、運営方法や参加費
等の見直しを行い、できるだけ
自主運営ができるよう支援して
いきます。  

【スポーツ振興課】 
新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、運営方法や参加費
等の見直し及び各団体へ積極的
な支援ができませんでした。 

【スポーツ振興課】 
引き続き、コロナ禍においても
感染拡大防止のための必要な対
策を講じながら、各団体が自主
的に開催する各種スポーツ大会
を支援し、団体の組織や体制な
どの充実を図ります。 
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③全国大会等への出場者に対し
支援を行い、団体や選手の育成
に努めます。 

【スポーツ振興課】 
新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、中止になる大会が
あったものの、全国及び関東大
会に出場した個人団体に対し、
８件・合計 520,000 円の補助を
行いました。 
 

【スポーツ振興課】 
全国大会等への派遣補助制度を
継続し、団体や選手の育成強化
に向けて競技力の向上を図りま
す。 

④シニア向け競技団体の設立・
育成を図るなど、加入者の減少
や高齢化を踏まえた施策を進め
ます。 

【スポーツ振興課】 
新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、高齢化社会に向け
たシニアスポーツに関し、市の
現状について情報収集ができま
せんでした。 
 

【スポーツ振興課】 
情報を整理・検討し、シニア向
け競技団体の設立を促すととも
に、健康づくりと連携した高齢
者を対象としたスポーツ活動の
推進を検討します。 
 

 
 
(２)行事の充実 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①スポーツや健康に対する理解
と意識の高揚を目指し、各種ス
ポーツ教室や講座の充実を図り
ます。 
 

【スポーツ振興課】 
前期は新型コロナウイルス感染
拡大の影響により中止となりま
したが、後期はコロナ禍に対応
した募集方法(インターネット)
を活用し、市民限定に 10月から
３月に 16教室を実施しました。 
 
・スポーツ教室(14教室 234人) 
・さわやかタイ式ヨガ教室 

(１教室 23人) 
・陸上教室(１教室 85人) 
 

【スポーツ振興課】 
コロナ禍においても感染拡大防
止の必要な対策を講じながら、
子どもから高齢者、男女問わず
楽しめる教室を開催し、情報提
供も含めて参加しやすい環境を
整えていきます。 

②スポーツ講座等を各競技団体
が自ら企画し、自主開催できる
よう開催主体を移行していきま
す。 

【スポーツ振興課】 
市体育協会加盟団体が主催する
スポーツ教室や講座の情報を、
市広報紙に掲載することで自主
開催に向けた支援を行いまし
た。 
 

【スポーツ振興課】 
団体の組織や体制などの充実を
図りながら、引き続き各団体の
スポーツ教室等の自主開催を指
定管理者等と協力しながら支援
していきます。 

③「古河まくらがの里・花桃ウ
オーク」や「古河はなももマラ
ソン」については、大会の特色
を活かしつつ、さらに工夫しな
がら大会の定着化を図ります。 

【スポーツ振興課】 
新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため「古河まくらがの
里・花桃ウオーク」は中止にな
りました。 
「古河はなももマラソン」につ
いては、コロナ禍でも人と人と
の接触をせずに日頃のランニン
グの成果を発揮できる機会を提
供できる「オンラインマラソン」
を初めて開催しました。 
・全国 47都道府県からエントリ
ー(1,975人)、県内(14.1％)、県
外(85.9％) 
 
 

【スポーツ振興課】 
コロナ禍においても感染拡大防
止の必要な対策を講じながら、
古河市の特性を活かしたイベン
トを開催し、風景や景観を大切
にした地域づくりと連携した取
組を進めていきます。 
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④市民運動会、行政自治会の大
会実施のあり方や内容等の検討
を行い、充実を図ります。 

【スポーツ振興課】 
市民運動会(３地区)及び行政自
治会の親善大会(ソフトボール
大会・バレーボール大会)は、新
型コロナウイルス感染症拡大防
止のため中止になりました。 
 

【スポーツ振興課】 
コロナ禍においても感染拡大防
止の必要な対策を講じながらの
開催を企画します。 
また、参加や運営の状況を踏ま
えて関係団体等と調整しながら
今後の大会のあり方や運営等に
ついて検討していきます。 
 

 
 
３．国民体育大会への対応の推進 
(１)国体受け入れ体制の整備促進 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①平成 30年の国体プレ大会及び
国体開催に向けて、必要な整備
を進めます。 

 

【スポーツ振興課】 
平成 30年に開催終了。 

― 

②国体準備委員会から国体実行
委員会へスムーズに移行し、円
滑な大会運営を目指し、各種準
備を行います。 
 
③競技団体(綱引連盟等)の育
成・強化を図り、地元からの国
体出場を目指します。 
 
④色々な手段を講じながら国体
開催を PRし、市内における国体
開催ムードを盛り上げていきま
す。 
 
 
(２)国体を契機にしたスポーツの普及・振興 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①市及び教育委員会が各種大会
開催の支援を行います。 

【スポーツ振興課】 
新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、市や教育委員会が
各種の大会開催についての後援
等の支援を行うことができませ
んでした。 
 

【スポーツ振興課】 
コロナ禍においても感染拡大防
止の必要な対策を講じながら、
大会開催について後援を行う
等、必要な支援を行います。 

②スポーツ講演会や講座等を開
催し、スポーツに対する正しい
知識・技術を習得してもらうと
ともに意識の啓発を図ります。 
 
 

【スポーツ振興課】 
新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、スポーツ講演会や
講座等を開催できず知識・技術
を習得する機会を設けられませ
んでした。 
 

【スポーツ振興課】 
コロナ禍においても感染拡大防
止の必要な対策を講じながら、
スポーツに対する正しい知識・
技術を習得してもらう機会を数
多く創出します。 

③古河市の子どもたちに向け
て、各種大会開催等を通じてス
ポーツ意識の向上を図ります。 
 

【スポーツ振興課】 
新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、各種大会開催等が
できずスポーツ意識の向上が図
ることができませんでした。 

【スポーツ振興課】 
コロナ禍においても感染拡大防
止の必要な対策を講じながら、
スポーツ少年団等と連携し本部
交流会の実施や、幼児期から運
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動機会を提供する日本スポーツ
協会が開発したアクティブ・チ
ャイルド・プログラムの導入を
検討します。 
 

④審判資格を取得したり、会場
設営等の協力等により、スポー
ツボランティアの意識を醸成
し、スポーツ活動を側面から応
援してもらいます。 
 

【スポーツ振興課】 
新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、各種大会開催等が
できず、スポーツボランティア
の意識の醸成が図ることができ
ませんでした。 
 

【スポーツ振興課】 
コロナ禍においても感染拡大防
止の必要な対策を講じながら、
ボランティア活動を進めるため
の研修や先進地を視察する等、
スポーツ関係団体と連携してス
ポーツボランティア意識の醸成
を図ります。 
 

⑤スポーツ推進委員については
人材を確保し、地域のスポーツ
リーダーとして育成を図りま
す。 

【スポーツ振興課】 
市スポーツ推進委員を 26名委嘱
(任期２年:令和２年４月１日～
令和４年３月３１日)し、地域ス
ポーツの推進役として活動する
予定でしたが、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のためイベ
ント等が中止となり、スポーツ
リーダーとしての育成を図るこ
とができませんでした。 
 

【スポーツ振興課】 
スポーツ推進委員の増員を図る
とともに、コロナ禍においても
感染拡大防止の必要な対策を講
じながら、実技指導力や資質の
向上を図るための研修に参加す
ることで、地域のスポーツリー
ダーとしての役割意識の醸成を
図っていきます。 
 

⑥国体開催を契機として企業や
子供たちを対象に開催種目の普
及促進を図り、競技人口を増や
すとともに、国体に出場する選
手の育成に努めます。 
 

【スポーツ振興課】 
新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、国体開催種目の普
及促進及び国体出場に向けた競
技力の向上を図ることができま
せんでした。 
 

【スポーツ振興課】 
各関係団体との連携を図りなが
ら、国体開催種目のさらなる普
及促進を図るとともに、各競技
団体の競技力の向上に努めま
す。 
 

 

 

４．競技力向上とトップアスリートの育成 

(１)競技力の向上 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①高度化・多様化するスポーツ
ニーズに応えるため、スポーツ
指導者養成講座を開催し、専門
的知識・技能を有する指導者の
養成を行います。 
 

【スポーツ振興課】 
新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、講座等を開催する
ことができず、指導者の養成を
図ることができませんでした。 

【スポーツ振興課】 
コロナ禍においても感染拡大防
止の必要な対策を講じながら、
市内のスポーツニーズに基づい
て指導者養成講座を企画する
等、講座開催に向けた準備を進
めていきます。 
 

②専門的知識を持った優れたス
ポーツ活動の指導者を確保する
ため、人材面で豊かな資源を有
する大学・企業等との連携を図
ります。 
 

【スポーツ振興課】 
県や競技団体から専門的知識を
持った指導者等について情報を
集めています。 
 

【スポーツ振興課】 
多種多様なスポーツニーズの状
況や競技団体からの情報に基づ
き、大学や企業等を含めた具体
的な人材派遣等について調整を
図っていきます。 
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③トップレベルの指導者を積極
的に市内に派遣し、高度な専門
性を持つ指導者の養成を図りま
す。 
 

【スポーツ振興課】 
新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、専門性を持つ指導
者の養成を推進することができ
ませんでした。 
 

【スポーツ振興課】 
コロナ禍においても、専門性の
高い指導者に関する情報につい
て競技団体と共有化を図る等、
指導者養成に向けた環境づくり
を推進していきます。 
 

④救命救急等の正しい知識を得
るために、講習会等を開催しま
す。 
 

【スポーツ振興課】 
各種講習会等の情報提供を行い
ましたが、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、講習会
等が中止となり、参加を促進す
ることができませんでした。 
 

【スポーツ振興課】 
引き続き、各種講習会等の情報
を注視し、開催する場合には提
供を行うとともに救命救急等の
講習会を推進していきます。 
 

⑤スポーツ少年団を中心に時代
のニーズに合ったスポーツ科学
を取り入れた養成講習会の開催
を図ります。 
 

【スポーツ振興課】 
新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、養成講習会を開催
することができませんでした。 
 

【スポーツ振興課】 
日本スポーツ協会や県スポーツ
協会等の関係団体と連携し、コ
ロナ禍においても時代のニーズ
に即した内容で、スポーツリー
ダー養成講習会等の企画を推進
していきます。 
 

 
 
(２)トップアスリートの育成 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①競技団体による講座の開催や
強化合宿、交流試合などを行い
競技力の向上を図ります。 

【スポーツ振興課】 
新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、各競技団体による
講座や強化合宿等、自主的な競
技力の向上が図ることができま
せんでした。 
 

【スポーツ振興課】 
競技力向上に向けた各種情報に
ついて各競技団体と共有化を図
り、意識の向上を図ります。 

②全国大会等出場者に対して補
助金の交付を行うなど、市とし
ての支援をしていきます。 
 

【スポーツ振興課】 
全国及び関東大会に出場した個
人団体に対し、８件・合計
520,000円の補助を行いました。 

【スポーツ振興課】 
引き続き、全国大会等への派遣
補助制度を継続し、団体や選手
の育成強化に向けて競技力の向
上を図ります。 
 

③全国大会等への出場者に対
し、市及び体育協会にて表彰を
行い選手等の士気を高めるとと
もに、市民の関心を高めます。 
 
 

【スポーツ振興課】 
優秀な成績を収めた方に対し、
市で 19 団体・135 名、市体育協
会で２団体・27 名の表彰を行い
ました。また、市広報紙にも掲
載をしています。 
 

【スポーツ振興課】 
今後も全国大会や記録会の入賞
者などの表彰を行うことで選手
等の士気を高めます。 
また、オリンピックが開催され
ることから、PR 等を工夫しなが
らスポーツに関する市民の関心
を高めます。 
 

④スポーツ少年団や学校の部活
動等を通して、優れた資質を有
するジュニアを早期に発掘し育
成していきます。 
 

【スポーツ振興課】 
新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、ジュニアの発掘育
成に関するノウハウ等について
関連情報の把握ができませんで
した。 
 

【スポーツ振興課】 
スポーツ少年団や中学校等と情
報の共有を図りながら、ジュニ
アの発掘育成に向けて連携を強
化します。 
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⑤トップチーム・トップアスリ
ートを招待し、スポーツ教室や
講演会等を開催し、知識や技術
力の向上を図ります。 

【スポーツ振興課】 
新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、スポー教室や講演
会の開催ができず、スポーツ競
技への知識及び技術力の向上が
できませんでした。 
 

【スポーツ振興課】 
コロナ禍においても感染対策を
講じながら、トップアスリート
を招聘することでスポーツ競技
への関心を高めるとともに効果
的に知識や技術の向上を図りま
す。 
※令和３年度：野球、サッカー、
柔道教室を予定。 
 

⑥将来的には、競技スポーツ専
任指導者の養成や指導プログラ
ムを策定し、競技者・団体の育
成を図れるよう努めていきま
す。 
 

【スポーツ振興課】 
新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、積極的な国・県及
び体育協会等の関係団体から指
導者養成に関する情報収集がで
きませんでした。 

【スポーツ振興課】 
コロナ禍においても感染対策を
講じながら、市の競技スポーツ
の現状に即した指導者養成が図
れるよう、関係機関及び競技団
体の協力を得ながら、指導者養
成の仕組みをつくります。 
 

⑦トップアスリートを育成する
には、小中学生に指導できる教
員の戦略的配置が重要です。小
中学校や茨城県などへの働きか
けを強化し、トップアスリート
の卵となるような人材の発掘、
育成するシステムを構築しま
す。 
 

【スポーツ振興課】 
新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、市のトップアスリ
ート事業を通じて、市内小中学
校等との連携及び競技力向上へ
の意識醸成が図ることができま
せんでした。 

【スポーツ振興課】 
コロナ禍においても感染対策を
講じながら、トップアスリート
事業等を実施しながら、小中学
校や茨城県などへの連携を強化
し、トップアスリートの発掘育
成につなげます。 
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 政策Ⅶ 豊かな市民文化の創造のための歴史文化の継承と芸術の振興  

１．文化財や伝統文化の継承・情報発信 

(１)文化財指定の推進 
施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 

①未指定・未登録文化財の調査
を実施し、適正に指定文化財を
指定・選定していきます。 

【生涯学習課】 
「旧池田家住宅 (古河藩士屋
敷)」について、市文化財保護審
議会へ調査報告書を提出し、審
議を行いましたが、当該住宅は
改造が繰り返されており、文化
的な価値は低いとの判断であ
り、文化財としての指定は行え
ませんでした。 
また、他の候補物件についても
継続して検討を行います。 
 
○R3.3.31現在指定文化財数 
・国指定：２件 
・県指定：16件 
・市指定：133件 
 

【生涯学習課】 
引き続き指定候補を選定し、文
化財指定を進めます。 

②開発に伴い滅失の恐れのある
埋蔵文化財については、調査を
行い記録保存に努めます。 
 

【生涯学習課】 
・試掘調査：７件 
・発掘調査：２件(２遺跡) 
・発掘調査整理：３件(３遺跡) 
 

【生涯学習課】 
今後も開発に伴う調査を適切に
実施します。 

③文化庁が求めている、考古学
的な知識・技術を持ち、発掘調
査の実務経験を有する埋蔵文化
財専門職員の常勤配置を図って
いきます。 
 

【生涯学習課】 
埋蔵文化財専門職員が配置され
ています。 

【生涯学習課】 
今後も適正な埋蔵文化財行政の
推進に努めます。 

④川戸台遺跡の歴史的価値を探
求し、文化財としての整備をす
るための体制を整えていきま
す。 

【生涯学習課】 
川戸台遺跡の国指定を見据え、
文化財保護審議会にて継続して
審議しています。 
 

【生涯学習課】 
発掘調査等にかかる財源確保、
史跡整備の計画、国指定へ向け
ての手順・方法の模索・検討を
行います。 
 

 
 

(２)歴史・民俗資料の調査・収集と保存・整理 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①指定文化財の所有者・管理者
に、文化財の適正な維持管理に
努めるよう依頼します。 
 

【生涯学習課】 
年２回の定期的な文化財巡視活
動を通じて依頼しました。 
 

【生涯学習課】 
今後も、定期的な巡視活動等を
通じて依頼します。 

②指定文化財等の保存と伝承を
行っていきます。 

【生涯学習課】 
民俗芸能保存団体 17 団体中 16
団体に総額 1,192,942 円の補助
金を交付し、後継者育成などに
努めました。 
なお、１団体については、新型

【生涯学習課】 
今後も引き続き保存と伝承に向
けた助成をしていくとともに、
文化財保護に向けた取組を進め
ます。 
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コロナウイルス感染症の影響に
よる活動自粛のため、補助金辞
退の申し出があり不交付として
います。 
 

③文化財を解説したガイドブッ
ク『古河市の文化財』を活用し
情報提供を行います。 

【生涯学習課】 
生涯学習課窓口及び歴史博物館
において『古河市の文化財』の
販売を行い、文化財の PRに努め
ました。 
 

【生涯学習課】 
今後も『古河市の文化財』によ
る文化財の PRに努めます。 

④今後増大していく遺物につい
て、計画的な保存を検討してい
きます。また、市の文化遺産に
応じて、保存科学に裏づけられ
た保存環境の整った収蔵施設を
検討していきます。 

【生涯学習課】 
令和２年度県営畑地帯総合整備
事業(尾崎地区・山田地区)の発
掘調査による遺物を収蔵するた
め、収蔵施設の一部を整理しま
した。 
 
【古河歴史博物館】 
文化財は材質(紙や金属、木製
品、フィルム等)によって適正な
温湿度環境が異なります。これ
を満たす環境づくりに努めまし
た。 

【生涯学習課】 
今後も遺物保管施設の整理・整
頓を行い、収蔵スペースの確保
に努めます。 
また、保存環境の整備について
も検討します。 
 
【古河歴史博物館】 
重要文化財「鷹見泉石関係資料」
は、修理後１点ごとに専用の収
納箱を製作します。 
そのほかの新規収蔵品を含め、
今後増え続けていく資料の新規
収蔵設備を検討します。 
 

 
 
(３)文化の保存・継承 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①貴重な文化財を広報やホーム
ページ等を通じて解説し、広く
市民に周知・普及していきます。 
 

【生涯学習課】 
市広報紙掲載の「古河文化見聞
録」で、文化財に関する紹介な
どを実施しました。 
 

【生涯学習課】 
今後もさらなる内容の充実を図
りながら実施します。 

②出前講座や校外学習等を通し
て郷土を学ぶ機会をつくりま
す。 

【生涯学習課】 
校外学習において古河公方公園
(古河総合公園)民家園の案内・
説明を行い、文化財や郷土につ
いて学んでもらう機会を予定し
ていましたが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響で中止となり
ました。 
 
【古河歴史博物館】 
「博物館活用のごあんない」を
年度ごとに作成し、コロナウイ
ルス感染拡大防止に配慮しなが
ら、学校の校外学習・出前講座
に取り組みました。 
郷土史研究会の講座や県民大学
講座(コロナ対策により４回の
うち１回が中止)にも協力しま
した。 
 

【生涯学習課】 
出前講座や校外学習等を通し、
郷土史・文化財を学ぶ機会を設
けます。 
 
 
 
 
 
【古河歴史博物館】 
市内に限らず、姉妹都市交流や
市民大学等、他部署・他市町村
等と連携した講座にも協力しま
す。 
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③「民俗芸能のつどい」「さんさ
んまつり」などで、無形民俗文
化財や民俗芸能の普及・継承を
行っていきます。 

【生涯学習課】 
「民俗芸能のつどい」及び「さ
んさんまつり」は、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により中
止となりました。 
令和２年度については、練習や
活動自体が密となる状況を作り
出すため、普及・継承活動自体
の実施が困難でした。 
 

【生涯学習課】 
新型コロナウイルス感染症や台
風により、一時的に活動中断を
余儀なくされた普及・継承活動
について、その活動が途絶えな
いよう、普及・継承を支援して
いきます。 

④地域に伝わる有形無形の文化
財の活用を図るために、その事
物の保護や、その活動のバック
アップを推進していきます。 
 

【生涯学習課】 
無形民俗文化財保存団体へ補助
金を交付し、団体の助成や後継
者育成に努めました。 
 
・県指定：２団体 
・市指定：４団体 
・民俗芸能保存団体：11団体 
  (補助金については、１団体辞 
退) 

 

【生涯学習課係】 
今後も無形民俗文化財保存団体
の保護・活用及び助成・育成に
努めます。 

⑤文化財を次世代に伝えるため
に、適正な保存と重要文化財の
修理を続けてきます。また、修
理を終えた文化財は、文化財保
存の啓発活動として、修理行程
や技術を含めて、積極的に公開
していきます。 
 

【古河歴史博物館】 
国庫補助金を活用し、重要文化
財「鷹見泉石関係資料」のうち、
絵地図等７件の修理を実施しま
した。 
また、令和元年度に修理した文
化財について、修理工程や最新
の修理技術の紹介とともに展示
公開し、文化財保存の啓発活動
を行いました。 
 

【古河歴史博物館】 
重要文化財「鷹見泉石関係資料」
3,151点のうち、修理が必要な文
化財は 212件です。 
令和２年度までに修理した文化
財は 149 件で、引き続き文化庁
の指導・監督のもとに、専門業
者に委託して修理を実施すると
ともに、その成果を展示公開し
ます。 
 

 
 

(４)歴史や文化に関する情報提供の推進 
施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 

①学校教育の場において、社会
科や総合的な学習の時間などの
活用のため、教育現場と博物館
の専門家である学芸員との間で
意見交換を行い、各施設の見学
を積極的に受け入れます。また、
中学生の職場体験学習や高校生
のインターンシップの場とし
て、博物館等を積極的に活用し
ていきます。 

【古河歴史博物館】 
学校教育との連携では、学年に
応じた見学の手引きと見学プラ
ンを作成し、校長会で配布して
います。 
コロナウイルスの影響により予
定されていた校外学習が多数中
止となったものの、市内の小中
学校延べ 12 校(うち出前授業９
校)が社会科・総合的な学習の時
間等で活用しました。 
博物館学芸員実習として大学生
４名を受け入れました。 
中学生の職場体験は、歴史博物
館・篆刻美術館・街角美術館・
文学館で連携をして受け入れて
いますが、新型コロナウイルス
の影響による休校やカリキュラ
ム変更のため、令和２年度は体

【古河歴史博物館】 
引き続き校長会を通じて見学の
手引きと見学プランを配布し、
博物館利用の促進を図ります。 
また、職場体験学習や博物館学
芸員資格取得のための実習生も
積極的に受け入れます。 
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験学習の申込みはありませんで
した。 
 

②小学生古文字書道展や中学生
卒業記念篆刻制作などにより、
漢字に親しむ機会をつくりま
す。 
 

【篆刻美術館】 
コロナ禍に伴う学校の長期休校
及び感染拡大防止のため、小学
生古文字書道展及び中学生卒業
記念篆刻展が中止となりまし
た。 
 

【篆刻美術館】 
文字・漢字文化を学ぶための一
環として、小学生古文字書道展
及び中学生卒業記念篆刻展を開
催し、市の教育発展に寄与しま
す。 
 

③ホームページや広報を通じ
て、貴重な文化財を広く市民に
周知します。文化財の大切さを
伝え、先人の残した文化や伝統
を後世に伝え、子どもたちの郷
土愛を育成し、人づくりの場と
しても活用します。 
 

【生涯学習課】 
市広報紙やホームページにより
文化財を紹介し、郷土に伝わる
民俗芸能の周知に努めました。 
「民俗芸能のつどい」「さんさん
まつり」は中止のため周知でき
ませんでした。 
 

【生涯学習課】 
今後も郷土に伝わる文化財を広
く周知することで、文化や伝統
を伝え、子どもたちの郷土愛の
育成に努めます。 

④生涯学習活動や学校教育の場
で活用することにより、文化財
保護の精神を養います。 

【生涯学習課】 
下辺見小学校における市指定無
形民俗文化財「女沼ささら」の
指導を会主体により行いました
(ただし、新型コロナウイルス感
染症を考慮し、少人数、短期間
で実施)。 
市指定無形民俗文化財「中田永
代太々神楽」については、学校
側から体験学習の要望がありま
したが、新型コロナウイルス感
染症により実施できませんでし
た。 
 

【生涯学習課】 
各種イベントや広報など、あら
ゆる機会を利用して文化財の保
護と伝承に努めます。 
また、会主体の活動についても、
補助金交付等により継続的に支
援することで、文化財保護の精
神の養育に努めます。 

⑤文化遺産のネットワークを図
り、文化財・史跡マップ等を通
じて、市民に分かりやすい情報
提供に努めます。 

【生涯学習課】 
『古河市の文化財』により、文
化財・史跡の説明・紹介、掲載
マップによる情報提供に努めま
した。 
 

【生涯学習課】 
『古河市の文化財』は有料のた
め、軽易なマップ等の作成を検
討します。 
 

⑥文化財・史跡等の説明板や「ま
くらがの里散歩道」のスタンプ
について、損傷の激しいものか
ら順次修理をしていきます。 

【生涯学習課】 
スタンプポスト 42 基は平成 22
年度に再設置が完了。令和２年
度も例年どおりスタンプポスト
の点検を行い、経年劣化したス
タンプの修理・インクの補充等
維持管理を行いました。 
 

【生涯学習課】 
今後も引き続き点検を行い、修
理・補充等を行います。 
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(５)魅力ある施設運営の推進 

○文化施設の活用の推進 
施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 

〔古河歴史博物館、三和資料館〕 
①展示・イベント等の充実を図
り、入館者を増やしていきます。
また、市に関わる歴史遺産・文
化遺産等のさらなる充実とデー
タベースの完備、施設の整備を
図っていきます。 

【古河歴史博物館】 
開館 30周年記念特別展「国宝参
上－鷹見泉石像と古河ゆかりの
文化財－」と開館 30周年記念企
画展「建築家 吉田桂二展－保存
と創造－」（このほか予定されて
いた企画展のうち３回はコロナ
ウイルスの影響により中止）の
２回の企画展と、11 回のテーマ
展を開催しました。 
コロナウイルス感染拡大防止の
ための臨時休館や入館制限措置
(団体受付中止・緊急事態宣言の
出ている一都三県に対し市内公
共施設の利用自粛要請・古河市外
からの市内公共施設の入館自粛
要請)などの影響により、年間入
館者数は 6,084名でした。 
イベント「夢あんどんと夕涼み」
と「秋あんどんと紅葉狩り」は
コロナウイルス感染拡大防止の
ため中止となりました。 
 
【三和資料館】 
企画展２回、館蔵資料展１回、
スポット展示２回、ミニ展示１
回、古河文学館主催による三和
地区展示１回を開催しました。
コロナ禍により夏休み子ども講
座、図書館・資料館まつりの体
験講座・歴史講座は中止しまし
た。展覧会入館者・資料閲覧室
利用者数は 2,092名でした。 
 

【古河歴史博物館】 
状況に応じながら「夢あんどん
と夕涼み」などのイベントを通
じて、あらゆる層への普及活動
に努めます。 
また、古河という地域の特色あ
る歴史を幅広く取り上げること
で、市内のみならず、市外の来
館者増につなげていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【三和資料館】 
今後も地域に密着した年２～４
回程度の展覧会、スポット展
示・ミニ展示、篆刻美術館・古
河文学館主催による地区展示を
開催するとともに、展覧会に合
わせた講座や講演会を開催しま
す。 
 

〔古河歴史博物館、三和資料館〕 
②国宝・重要文化財を公開でき
る公開承認施設であり続けるた
め、定期的な重要文化財の借用
展示や経験・知識・技術をもっ
た学芸員の複数名配置、展示環
境及び生物被害に対応する体制
整備に努めます。 

【古河歴史博物館】 
令和２年度は、開館 30周年記念
特別展「国宝参上－鷹見泉石像
と古河ゆかりの文化財－」にお
いて国宝を借用展示しました。 
そのため、展示環境を保全する
必要から、展示施設内のデータ
ロガーや除湿機等を活用した温
度・湿度管理、生物被害予防の
ためのモニタリングと文化財害
虫の侵入防止の徹底を図ってい
ます。 
 
 
 
 
 
 

【古河歴史博物館】 
公開承認施設の要件のひとつ、
重要文化財の定期的な借用展示
(５年間に３回)を計画するとと
もに、文化庁が指導する有害生
物管理、空気環境の保全に努め
ます。 
今後は、公開承認施設継続に対
応できる学芸員複数名(５年の
経験が必須)の育成が必要です。 
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〔古河歴史博物館、三和資料館〕 
③専門的な資料等の調査・研究
を促進するため、調査員の活用
を図っていきます。 
 

【古河歴史博物館】 
専門的な知識を有する調査員に
より、旧古河藩土井家中に伝来
する歴史資料の調書作成を進め
ました。 

【古河歴史博物館】 
古文書解読や資料の書誌的デー
タの調書作成は、専門的な知識
が必要であり、なおかつ取り扱
いに熟知した技術が必要となり
ます。 
今後も継続して専門的な調査員
に依頼して調査・研究を進め、
それら資料の活用を図ります。 
 

〔古河歴史博物館、三和資料館〕 
④新たに定住する方たちが、古
河市を「あらたな郷土」として、
暮らしていけるよう、古河の歴
史的文化遺産の魅力を伝えてい
きます。 

【古河歴史博物館】 
重要文化財「鷹見泉石関係資料」
の展示公開のほか、南画家奥原
晴湖をはじめとする古河の文人
たちの書画を中心に紹介しまし
た。 
予定していた近年発掘調査され
た古代製鉄・鋳造工房跡「川戸
台遺跡」、日本初の雪の科学書
『雪華図説』を著した土井利位、
日本最初の頭部を含む人体解剖
を行った河口信任等を紹介する
展覧会は、コロナウイルス感染
拡大防止のため、中止となりま
した。 
 
【三和資料館】 
令和２年は、頼政神社に祀られ
ている源頼政の没後 840 年の節
目の年にあたり、スポット展示
「頼政を偲ぶ」を２回に分けて
開催しました。 
企画展では山田久昌院の子権現
御開帳の年に合わせて「子聖権
現～足腰守護の神仏～」を開催
しました。 
また、市内の遺跡から発掘され
た考古資料を紹介する展覧会は
11 回目となり、埋蔵文化財への
関心を深めてもらう機会を作っ
ています。 
 

【古河歴史博物館】 
古河という土地特有の歴史・文
化を紹介することで、新たな定
住者にとっても誇ることのでき
る「あらたな郷土」となるよう
古河の魅力を発信します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【三和資料館】 
今後も古河の歴史的文化遺産に
興味・関心を持ってもらえるよ
うに、郷土ゆかりの人物や身近
なテーマ、時宜に合った展覧会
を開催します。 

〔古河歴史博物館、三和資料館〕 
⑤古河歴史博物館は、都市景観
の拠点として古河市観光ボラン
タリーガイド協会と協力して、
運営していきます。 

【古河歴史博物館】 
古河市の観光拠点のひとつとし
て、観光ボランタリーガイド協
会と連携して、毎年多くの団体
が来館していますが、令和２年
度はコロナウイルスの影響によ
るツアーや見学の中止や、感染
拡大防止対策として臨時休館や
団体受付を中止していたことも
あり５団体の来館にとどまりま
した。 
 
 

【古河歴史博物館】 
引き続き古河市ボランタリーガ
イド協会と連携し、企画展の周
知広報等に努めます。 
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〔篆刻美術館〕 
⑥篆刻に対する関心を高めるた
め、篆刻講座や篆刻体験の充実
を図ります。また、小中学生を
対象とした文字学習の普及促進
を図るとともに、全国の高校生
を対象とした「高校生篆刻展」
を開催します。 

【篆刻美術館】 
新型コロナウイルス禍に伴う 
学校の長期休校及び感染拡大防
止のため、篆刻講座、篆刻体験、
高校生篆刻展などが中止となり
ました。 
第 13 回許我篆書展、第 12 回日
本篆刻家協会役員展、第 30回全
日本篆刻連盟役員展、代替展示
として生井子華ミニ展示、収蔵
品ミニ展示、桃城印会展などの
テーマ展を開催しました。 
 

【篆刻美術館】 
篆刻に対する関心を高めるため
篆刻講座や篆刻体験を開催して
充実を図ります。 
また、小・中・高校生を対象に
した展覧会を開催すると伴に、
ホームページなどを通してさら
なる PR を図ります。 
 

〔古河街角美術館〕 
⑦展示内容の企画やイベントに
工夫を凝らして充実を図ってい
きます。 
 

【街角美術館】 
古河市ゆかりの作家たち、茨城
県美術展覧会(令和元年度古河
市出品者作品展Ⅰ期、Ⅱ期)、私
たちの街・古河市写真展、及び
第 10回古河の絵画美術展(Ⅰ期、
Ⅱ期)のテーマ展を開催しまし
た。 
企画展「大久保翠洞展」及び古
河花火大会時の開館時間延長は
新型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止となりました。 
 

【街角美術館】 
展覧会の内容等を検討し、引き
続き開催するともに、市民に美
術館見学の機会をより多く提供
するため、企画展やイベントの
充実を図っていきます。 
また、コロナ禍を見据えながら
花火大会時の開館時間延長継続
について検討していきます。 

〔古河街角美術館〕 
⑧市民ギャラリー閑散期の活用
など、施設の運営方法について
の検討を行い、有効利用を図り
ます。 

【街角美術館】 
市民ギャラリーの閑散期を利用
し「私たちの街・古河市写真展」
を(会期 8/18～9/2)計画してい
ましたが、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため「高校生篆
刻展」が中止となり、代替展示
として会期を 8月 12日～9月 22
日に変更して開催しました。 
 

【街角美術館】 
今後も市民ギャラリー閑散期に
は、各種団体に働きかけて作品
を公募する展覧会や、常設展で
紹介しきれない作品の展示など
を実施し、美術館の充実を図り
ます。 

〔古河文学館〕 
⑨古河の文学風土や伝統を継承
するため、次代を担う児童生徒
の文学への関心を高めていくと
同時に、古河出身の編集者鷹見
久太郎が発刊していた『コドモ
ノクニ』『コドモノテンチ』の原
画に付する詩や物語を全国から
募集した「1ページの絵本」事業
の推進を図ります。 

【古河文学館】 
コロナ禍のため、例年受入れて
いる小・中・高・専門学校等の
団体見学・グループ学習等はほ
とんどが中止となってしまいま
したが、２件・91 名を受け入れ
ました。 
第 13回目となった「１ページの
絵本」は、コロナ禍のため表彰
式は中止としたものの、全国か
ら、一般の部で 436 点、小中学
生の部で 5,150点(うち、市内小
中学生は 5,012 点)の応募があ
り、応募総数は過去最多を大幅
に上回る 5,586 点にのぼりまし
た。 
特に市内小中学校はすべての学
校から応募があり、また、初め
ての海外からの応募をはじめ、

【古河文学館】 
引き続き、応募者数と応募エリ
アの維持・さらなる拡大を図る
とともに、入賞に一歩及ぼなか
った方も作品集への掲載は行う
など、応募者への還元拡大の方
法も工夫していきます。 
また、「１ページの絵本」事業の
推進を中心として、古河の文学
風土・伝統学びつつ、創作の機
会を提供することで、芸術文化
に対して受動的・能動的両面か
らの関心を高め、将来の文学者
育成を図っていきます。 
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日本全国 34の都道府県から応募
があるなど、応募者の裾野は確
実に広がっています。 
 

〔古河文学館〕 
⑩企画展、各種イベント等に加
え、出前講座を行います。併せ
て、展示内容についてのワーク
ショップを行います。 

【古河文学館】 
コロナ禍により秋の企画展(２
件)を中止としたほか、緊急事態
宣言等に伴う臨時休館により、
テーマ展などの会期を大幅に変
更せざるを得ませんでした。 
ただし、テーマ展に関しては、
当初の予定通り９回の展示替え
を行い、休館明けに即応できる
体制を整えていました。 
また「１ページの絵本」も単な
る作品募集だけで終わりにせ
ず、市内２カ所で入賞作品の巡
回展を実施しました。 
講座については、４件を計画し
ていましたが、コロナ禍により、
すべての開催を見送りました。 
 

【古河文学館】 
今後も企画展・テーマ展の展示
内容の充実を図りつつ、ギャラ
リートークをはじめとする普及
事業、各種講座を実施して、古
河ゆかりの文学情報を発信しま
す。 
講座については、展示で紹介し
た古河ゆかりのプロの作家を講
師に招くなど、文学館のあるま
ち・古河ならではの充実した内
容を目指しながら、コロナの感
染状況などを勘案し、実施再開
のタイミングを検討します。 
 

〔古河文学館〕 
⑪これまで顧みられることのな
かった古河ゆかりの文学者や、
埋もれている作品を収集し、作
品集を作ります。 

【古河文学館】 
古河一高の教員にして、俳句・
短歌・推理小説・時代小説とマ
ルチな文学活動を行った福田敬
二の作品集刊行を計画していま
したが、コロナ対策のための予
算返上により、次年度以降へ刊
行を見送りました。 
 

【古河文学館】 
今後も古河ゆかりの作家の絶版
作品や未刊行作品等を収録した
作品集を発行し、古河ゆかりの
文学作品の保存継承と周知を図
っていきます。 
 
 
 

〔各館共通〕 
⑫協力体制を強化し、学校教育
との連携を深め、地域に根ざし
た特色ある博物館を目指しま
す。併せて、子どもたちをはじ
め、多くの市民の郷土愛を育て
ていきます。 

【各館共通】 
学校教育との連携では、歴史博
物館においては博物館の活用
を、篆刻美術館においては小学
生古文字書道展(小学３～６年
生)及び中学生卒業記念篆刻展
の開催を、文学館では１ページ
の絵本の出品依頼を、それぞれ
校長会を通じて協力依頼しまし
た(コロナ禍のため書面依頼)。 
 

【各館共通】 
歴史・篆刻・文学など各館独自
の特徴を活かした事業を展開
し、引き続き郷土愛の醸成に寄
与します。 

〔各館共通〕 
⑬収蔵資料の充実を図り、事業
内容をはじめ、情報の発信をし
て PR 活動を充実させていきま
す。 

【各館共通】 
各館の年間展示計画を掲載した
パンフレット「ごあんない」の
作成配布、市広報紙やホームペ
ージ・SNSの活用により、歴史文
化情報を発信しました。 
また、収蔵資料の貸し出しや出
版掲載によって、古河市の文化
遺産を全国的に普及しました。
令和２年度は６件(12 点)の貸し
出し、57 件(120 点)の複写資料
利用・出版物掲載がありました。 
 

【各館共通】 
引き続き「ごあんない」の作成、
ホームページ・SNS や市広報紙
「古河文化見聞録」の掲載など
により、特色ある古河の歴史文
化情報を発信し、博物館活動の
啓発に努めます。 
また、収蔵資料については、古
河を PRするいわば古河大使とし
て、資料の安全を第一に、でき
るかぎり貸出・出陳依頼に応じ
ていきます。 
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〔各館共通〕 
⑭市に関わる歴史遺産・文化遺
産等のさらなる充実とデータベ
ースの完備、施設の整備を図っ
ていきます。 

【各館共通】 
寄贈・寄託資料は各館で随時受
け入れており、目録等のデータ
作成をしたのち手続きをしてい
ます。令和２年度は８件(213点)
の寄贈手続きを完了しました。 
また、収蔵資料のうち、鷹見家
歴史資料(市指定分)の絵図類の
画像データ化と関東タイムスの
画像データ化を継続的に実施し
ています。 
既存の収蔵資料の多くは、これ
まで酸性紙の箱(段ボール等)・
封筒に収納していましたが、酸
化や劣化を促進し、保存環境を
悪化させてしまうため、順次中
性紙の箱・封筒に変えています。 
 

【各館共通】 
引き続き所蔵資料の電子データ
化を進めていくとともに、市の
文化遺産を散逸させないため、
資料所蔵者に対して寄贈・寄託
を勧めていきます。寄贈・寄託
資料は書誌的な調書をとり、順
次データ化します。 

 
○文化施設の整備と効率的な管理・運営 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①博物館施設等について、効率
的な管理運営を図るとともに、
受益者負担や組織の見直しを行
います。 

【各館共通】 
各施設の年間展示計画を示した
パンフレット「ごあんない」の
作成や封筒印刷、施設の定期清
掃などを一括して発注すること
により効率的な管理運営を心が
けています。 
また、受益者負担についても適
正な入館料や施設使用料を徴収
するとともに、各種講座の開催
においても受講料を徴収してい
ます。 
 

【各館共通】 
引き続き、効率的な管理運営を
図ります。 

②展覧会の図録作成や博物館グ
ッズの販売において、普及とと
もに収益を得られるような工夫
をします。 
 

【各館共通】 
啓発活動のため、各種展示図録
等を発刊しています。令和２年
度は、特別展にあわせて『国宝
参上－鷹見泉石像と古河ゆかり
の文化財－』を刊行しました。 
このほか、『古河藩の武具』『病
よ去れ』（古河歴史博物館）、『中
国古銅印の美』（篆刻美術館）、
『第 1 回館蔵資料展 鈴木家文
書』(三和資料館)を再版して普
及に努めました。 
また、歴史博物館展示図録「古
河城展」等は国立歴史民俗博物
館や東京国立博物館で委託販売
され、普及とともに収益の一助
となりました。 
文学館についてはコロナ対策の
ため、作品集刊行予算を返上し
たため、図録等の制作は行いま
せんでしたが、缶バッジのデザ

【各館共通】 
今後も収益と博物館本来の使命
である啓発活動(普及)の一環と
して、展示図録や博物館グッズ
の制作販売や古河ゆかりの稀覯
本の復刻を続け、魅力ある商品
を検討します。 
 
※稀覯本…古写本、古刊本、限
定出版など数がきわめて少ない
珍しい本。 
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インを増やしました。 
さらに、合併 15周年を記念し、
古河・総和・三和地区の歴史を
概観した『古河史略－古河いま
むかし－』を刊行し、古河の歴
史入門書として好評を得まし
た。 
グッズの販売については、土井
利位著『雪華図説』に基づいた
雪華グッズをはじめ、新たに歴
史博物館オリジナルクリアファ
イル２種と、各館共通でコロナ
ウイルス終息を願った「アマビ
エ缶バッジ」を製作販売しまし
た。いずれも好評を博しました。 
 

③施設によっては老朽化が著し
いため、計画的な修繕を行って
いきます。 

【古河歴史博物館】 
・ストリートオルガンの総合的
メンテナンス 
・屋根漆喰改修 
(玄関ポーチ・企画展示室 1.2) 
・壁ガラス修繕 
・消防設備修繕 
・受水槽付帯設備修繕 等 
 
【古河文学館】 
・自動ドアセンサー交換修繕 
・館内監視カメラ交換修繕 
・積算電力計(子ﾒｰﾀｰ)交換修繕 
・エレベーター静止化電源装置
交換修繕 
・駐車場防犯灯修繕 
・２階男子トイレ修繕 
 
【街角美術館】 
・女子トイレ照明スイッチ修繕 
・展示ホール壁改修 
・展示室ガラス交換修繕 
・光電式スポット型感知器 
・玄関受付手元証明不点修繕 
・エレベーターバッテリー交換
修繕 等 
 
【篆刻美術館】 
・裏蔵１階展示室３床置エアコ
ン修繕 
・表蔵階段手摺修繕 
・表蔵男子トイレ扉改修修繕 等 
 

【各館共通】 
各博物館施設において、引き続
き来館者に快適な空間を提供で
きるよう、緊急性の高いものか
ら順次計画的に修繕します。 

④重要文化財に損傷を与えるこ
とのない、よりよい環境と体制
づくりに努めていきます。 

【古河歴史博物館】 
文化財の劣化要因には、温度・
湿度・光・生物等があります。
文化庁指導のもと、これら危険
因子の回避と遮断をするため、
トラップ等で有害生物侵入を監

【古河歴史博物館】 
危険因子の回避と遮断には人的
労力を伴います。さらなる保存
環境整備のための体制づくりに
努めます。 
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視、同時にその保存環境整備の
館内ルールを作成し実践しまし
た。 
 

 
○文化の拠点施設の整備 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①市の方向性を鑑みながら、総
合的文化施設の建設を検討して
いきます。 
 

【生涯学習課】 
平成 24 年度に建設が白紙とな
り、平成 30年度に文化協会から
署名による要望が提出されまし
たが、その後の検討には至りま
せんでした。 
 

【生涯学習課】 
令和３年度に企画部門で庁内検
討委員会を設置する予定です。
生涯学習課では、今後も文化協
会の要望を聞きながら、総合的
文化施設建設について働きかけ
ていきます。 
 

 

 

２．市民文化活動及び芸術文化活動の促進 

(１)芸術文化活動への支援 
施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 

①文化協会等へ補助金を交付
し、文化協会の育成と自主的な
文化活動の支援を行います。 
 

【生涯学習課】 
市文化協会に総額 3,300,000 円
の補助金を交付し、活動の支援
をしました。 
 

【生涯学習課】 
補助金の交付基準を設け、引き
続き文化活動の支援を行いま
す。 

②「古河市松岡文化及びスポー
ツ振興基金」による活動助成を
行い、文化芸術活動団体の支援
を行います。 
 

【生涯学習課】 
市内全域に範囲を拡大し、活動
支援を行いました。 
 
・件数 １件 
・補助金額 36,000円 
 

【生涯学習課】 
助成の内容などPR等の推進を図
り、団体のさらなる支援を行い
ます。 

③市民の文化芸術活動への関心
を高める計画の策定を行いま
す。 

【生涯学習課】 
文化芸術に関する計画について
は、近隣市町村の動向を注視し
ました。 
 

【生涯学習課】 
今後も、近隣市町村の動向を見
極めながら計画を検討します。 

④全国大会等で活躍する団体・
個人に対し、市全体で支援し、
地域の芸術文化の振興につなげ
ていきます。 

【生涯学習課】 
古河市松岡文化及びスポーツ振
興基金による活動助成を行いま
した。 
 
・件数 １件 
・補助金額 36,000円 
 

【生涯学習課】 
古河市松岡文化及びスポーツ振
興基金による支援充実を図りま
す。 

⑤市民文化祭や青少年軽音楽フ
ェスティバルなど、文化芸術活
動の成果を発表する場をつくり
ます。 

【生涯学習課】 
それぞれに実行委員会を設置
し、文化芸術活動の発表の機会
を予定していましたが、新型コ
ロナウイルス感染症予防のため
中止となりました。 
 

【生涯学習課】 
今後とも市民文化祭や軽音楽フ
ェスティバルの充実を図りま
す。 
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⑥文化活動の発表の場として、
文化協会との連携を図り古河市
民文化祭を開催します。また文
化祭の運営にあたっては、実行
委員会の強化を図ります。 

【生涯学習課】 
文化協会役員を文化祭実行委員
会に任命し、実行委員会強化を
図っています。新型コロナウイ
ルス感染症予防のため中止とな
りました。 
・予算額：4,600,000円 
・来客者数： ― 名 
 

【生涯学習課】 
今後も文化協会と連携し、文化
祭実行委員会の強化に努めま
す。 

⑦青少年軽音楽フェスティバル
に参加できる対象を広げ、上級
者の演奏を肌で感じることで高
校生の技術のさらなる向上を図
ります。 

【生涯学習課】 
OB 等の上級者もゲストとして演
奏予定でしたが、新型コロナウ
イルス感染症予防のため中止と
なりました。 

【生涯学習課】 
今後は、予算の状況を鑑み、可
能な範囲で上級者の演奏を聴け
るよう支援を行います。 
また、参加者に準備や当日の運
営を体験させることで、企画運
営能力の向上を図ります。 

⑧多くの市民が優れた本物の文
化・芸術に触れることのできる
古河市民芸術鑑賞の集いを開催
します。開催にあたっては、会
場の選定や実行委員会等運営組
織、さらには市からの助成金、
入場者の負担等についてその都
度検討します。 

【生涯学習課】 
市民芸術鑑賞実行委員会を設置
し、コンサートを開催予定でし
たが、新型コロナウイルス感染
症予防のため中止となりまし
た。 
・予算額：2,000,000円 
・観客数： ― 名 

【生涯学習課】 
今後も市民芸術鑑賞実行委員会
を設置し、幅広い意見を聞きな
がら実施します。 

⑨広報紙やホームページ等で各
種の文化・芸術情報の提供を行
います。 

【生涯学習課】 
市民文化祭及び文化協会や文化
芸術団体が実施する各種文化芸
術活動について、その都度、情
報を提供しました。 
令和２年度は、伝統文化親子教
室や文化協会加盟団体のイベン
トについて情報提供をしていま
す。 

【生涯学習課】 
今後も、市広報紙やホームペー
ジのみならず、ツイッター等の
SNSも利用し、情報発信を進めま
す。 

 
 

(２)地域文化を創造する人材の育成・確保 

施策の方向 令和２年度実績 今後の方向性 
①青年層を対象にした文化イベ
ントを実施し、街の活性化を図
りつつ古河市の魅力を PR しま
す。 

【生涯学習課】 
10月 17日に、浅野恭司関連のオ
ンラインイベントを開催しまし
た。 

【生涯学習課】 
今後も街の活性化のため、商工
政策課等の他課とも連携をと
り、イベントを企画します。 

②学業や文化・芸術・科学等で
秀でた人材や指導者を発掘する
とともに、市として援助できる
ことを検討し、人材の育成につ
なげます。 

【生涯学習課】 
市民文化祭や芸術文化団体が実
施する自主活動を支援していま
す。 

【生涯学習課】 
郷土愛に満ち、固有の文化を発
展させる活動や施策を実施しま
す。 

③古河出身の優れた人材につい
て、市民が知る機会をつくり、
その人材が古河市に戻り定着す
る礎をつくり、その人材が後進
を指導していく、そうした人づ
くりにつながる風土を支援して
いきます。 

【生涯学習課】 
広報活動・各種イベントの実施
を通じ、市内出身者の優れた人
材について、市民が知る機会を
つくりました。 

【生涯学習課】 
多様なジャンル・業種から優れ
た人材を発掘するよう情報収集
します。 

 


